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第１章 計画策定の概要 

 

日本の総人口は、少子化の進行による若年人口の減少から長期の人口減少過程に入って

います。人口推移をみると、すでに生産年齢人口の減少が始まっていますが、令和 22（2040）

年には、団塊ジュニア世代と呼ばれる現在 40 代後半の方が一斉に 65 歳になり、高齢者人

口がピークを迎えることとなります。 

そのため国は、第９期計画策定に向けた基本方針として、社会福祉制度改革と介護保険

制度改革の２つの大きな改革を軸とした「地域共生社会の実現と 2040 年への備え」を掲げ

ています。 

広川町（以下、「本町」という）の「第８次広川町高齢者保健福祉計画」では、基本理念

に「だれもが安心して健やかに暮らし続けていける まちづくり」を掲げ、後期高齢者の

増加のピークを迎える時期（ピークアウト）に向け、これまでの地域包括ケアシステム※の

深化のための方向性を継承しつつ、令和 22（2040）年を見据えて地域の支え合い等の取組

みを本格化してきました。（※印のある用語は、P112 の用語集に用語の解説を掲載してい

ます。） 

本計画では、令和 3 年度に策定した「第 8 次広川町高齢者保健福祉計画」に掲げている

施策の実施状況や効果の検証を行うとともに、国や社会動向の変化を踏まえた計画の見直

しを行い、新たに「第 9 次広川町高齢者保健福祉計画」を策定します。 

 

 

老人福祉法第 20 条の 8 第 1 項に基づく「市町村老人福祉計画」であり、市町村で確保す

べき老人福祉事業量の目標、その確保のための方策、その他老人福祉事業の供給体制の確

保に関し必要な事項を定めることとされています。 
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本計画は、福岡県介護保険広域連合が策定する「第 9 期介護保険事業計画」と一体的に

策定するとともに、福岡県が策定する「第 10 次福岡県高齢者保健福祉計画」や本町の上位

計画である「広川町第 5 次総合計画」及び「第 2 期広川町地域福祉計画」、その他の関係す

る諸計画を踏まえた内容とするもので、高齢者の保健福祉にかかわる総合的な計画となり

ます。介護保険サービスの提供のほか、介護保険の対象とならない生活支援サービス等の

提供も含めて、すべての高齢者に対して、心身の健康の保持及び日常生活を維持するため

に必要な措置が講じられるよう高齢者保健福祉サービス全般にわたる方策を定めるもので

す。 

 

  

広川町第５次総合計画【令和６年度～令和１３年度】
将来像『世代を超えて住み心地の良い、温もりと笑顔あふれるまち』

第２期広川町地域福祉計画
【令和２年度～令和６年度】

広川町地域福祉活動計画
（広川町社会福祉協議会）

第９次広川町高齢者保健福祉計画

・広川町の高齢者に関する施策の方針を掲げる計画

第９期介護保険事業計画（福岡県介護保険広域連合）

・被保険者、要介護認定者、介護保険サービス利用者状況
・介護保険サービス種類ごとの見込み量
・介護保険サービス見込み量確保の方策

第
10
次
福
岡
県
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

一体的に策定(老人福祉法第20条の８第７項)

連携

整合

調
和

調
和
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団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・

住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築の実現に向

けて、介護保険事業計画は第 6 期計画（平成 27 年度～29 年度）以降、「地域包括ケア計

画」として位置付けられました。 

福岡県介護保険広域連合の第９期介護保険事業計画や第 10 次福岡県高齢者保健福祉計

画は、令和６年度から令和 8 年度の 3 ヵ年の計画として策定されています。 

本計画も一体的に推進する必要性から、同一の 3 ヵ年を計画期間とします。 

 

  

令和７（2025）年までの見通し

団塊の世代が 65歳に 団塊の世代が75歳に

平成27年（2015年） 令和７年（2025年）

第６次計画
平成27年度～平成29年度

PLAN 計画

地域包括ケアシステム
の構築に向けた
基礎づくり

第７次計画
平成30年度～令和２年度

DO 実行

広がりを意識した
事業の展開
担い手の確保

第８次計画
令和３年度～令和５年度

CHECK 評価

第７次評価に基づく
2025年に向けた

効率性・安定性の確保

第９次計画
令和６年度～令和８年度

ACTION 改善

新たな10年間に
向けた取組みの深化
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（１）広川町高齢者サービス調整チーム会議における審議 

本計画の策定にあたっては、幅広く意見を反映することから、医療、福祉、住民代表な

どで構成する「広川町高齢者サービス調整チーム会議」にその内容を諮り、高齢者福祉事

業の主管課である福祉課を中心として、庁内の関連部署、福岡県介護保険広域連合、広川

町社会福祉協議会、広川町地域包括支援センターと連携を図りながら策定しました。 

本計画の推進については、毎年、同会議において事業進捗状況の確認を行い、その結果

に対する評価と事業の見直しの審議を行います。 

 

（２）高齢者実態調査の実施 

＜実施状況＞ 

 

 

 

（調査結果は P27 より掲載しています） 

 

（３）関係団体アンケートの実施 

 本町における地域福祉活動に携わる関係団体の皆様に、地域包括ケアシステムの実現に

関するご意見をいただくとともに、活動状況や課題の調査を行いました。 

＜実施状況＞ 

 

 

 

 

 

（調査結果は P39 より掲載しています） 

 

（４）意見募集（パブリックコメント）の実施 

本計画書の素案について、広く住民の意見を反映させるため、意見募集（パブリックコ

メント）を令和 6 年２月 1 日から 2 月 16 日まで実施しました。 

意見募集の結果、ご意見はありませんでした。 

  

 発送数 回収数 回収率 

令和 5 年度 1,500 件 704 件 46.9％ 

 発送数 回収数 回収率 

地域サロン・老人クラブ

代表者 
26件 19件 73.1％ 

介護予防サポーター 20件 8 件 40.0％ 
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第２章 高齢者を取り巻く状況 

（１）総人口の推移 

本町の総人口は、令和元年の 19,665 人から令和 5 年には 19,340 人となり 325 人減少

しています。さらに、第９次計画期間（令和６年～令和８年）には 174 人減少し、令和９

年以降も減少していくことが予測されます。一方、高齢化率は令和元年の 28.5％から令和

5 年には 29.7％となり、1.2％上昇しています。 

今後は総人口だけでなく、生産年齢人口や若年人口も減少が続き、高齢化率はさらに上

昇することが予測されます。 

 

【総人口の推移と予測】 

福岡県介護保険広域連合人口推計データ（令和5年12月時点）（コーホート変化率法） 

 

 

  

コーホート変化率法とは 

集団の一定期間における人口の変化率に着目し、その変化率が対象地域の年齢別人口変化の特

徴であり、将来にわたって維持されるものと仮定して、将来人口を算出する方法 

2,764 2,706 2,681 2,605 2,565 2,529 2,476 2,440 2,386 2,349 2,298 2,232 2,192 2,152

11,297 11,238 11,163 11,120 11,036 10,950 10,908 10,880 10,870 10,829 10,804 10,782 10,761 10,684

2,770 2,779 2,867 2,828 2,772 2,692 2,624 2,516 2,453 2,408 2,368 2,349 2,293 2,294

2,834 2,849 2,806 2,870 2,967 3,084 3,161 3,245 3,282 3,312 3,329 3,335 3,347 3,360

19,665 19,572 19,517 19,423 19,340 19,255 19,169 19,081 18,991 18,898 18,799 18,698 18,593 18,490

28.5% 28.8% 29.1% 29.3% 29.7% 30.0% 30.2% 30.2% 30.2% 30.3% 30.3% 30.4% 30.3% 30.6%

0%

5%

10%
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20%
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35%

0人

5,000人
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R7
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R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

0-14歳 15-64歳 65-74歳 75歳以上 高齢化率

実績 推計
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（２）高齢者人口の推移 

本町の高齢者人口は、令和 7 年の 5,785 人をピークにゆるやかに減少していくと推測さ

れます。年齢区分ごとにみると、令和６年以降は団塊の世代が 65～74 歳のグループから

75～84 歳のグループへ移行するため、後期高齢者（75 歳以上）の増加が見込まれます。 

第１号被保険者（65 歳以上）が減少に転じ、要介護リスクが高まる 75 歳以上の人口が

増加することから、介護予防、自立支援・重度化防止の取組みの推進による健康寿命延伸

及び、介護給付費適正化の必要性が今後ますます高まります。 

【高齢者人口の推計と予測】 

福岡県介護保険広域連合人口推計データ（令和5年12月時点）（コーホート変化率法） 

【高齢者人口の３年齢分別の増減推移と予測】 

福岡県介護保険広域連合人口推計データ（令和5年12月時点）（コーホート変化率法） 

985 1,001 989 1,007 1,009 1,012 1,023 1,044 1,054 1,064 1,077 1,064 1,025 1,072

1,849 1,848 1,817 1,863
1,958
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（１）要介護度別認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、平成 28 年の 801 人から令和 4 年には 886 人となり 85 人

の増加となっています。 

要介護度別認定率をみると、平成 30 年に 14.8％と大幅な減少を見せましたが、令和 4

年には 15.7％と増加傾向にあります。一方で国や県、福岡県介護保険広域連合本部や柳

川・大木・広川支部と比較すると、本町の認定率は大きく下回っています。 

福岡県介護保険広域連合統計データ（各年3月末時点） 

  

105 94 99 101 89 104 115

94 81 80 90 95 101 105
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255 252

267 252
258 260
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107 129

116 116

95 104 100
97 99 90
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106 127 104

106 116 117
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要介護度別認定者数・認定率（第1号）の推移

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

（人）
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（２）年齢階級別認定者数の推移 

福岡県介護保険広域連合統計データ（各年3月末時点） 

 

（３）認定率の推移と国・県比較 

 

※平成28 年度から令和 2年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、 

                                   令和3年度から令和 4年度：「介護保険事業状況報告（3月月報）」 

福岡県介護保険広域連合統計データ（各年3月末時点） 
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（４）認定率の推移と福岡県広域連合本部、柳川・大木・広川支部との比較 

福岡県介護保険広域連合統計データ（各年 3 月末時点） 
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（１）高齢者の世帯の様子 

広川町の高齢者のいる世帯数でみると令和２年から増加傾向にあり、その中でも特に

高齢者独居世帯数は令和 22 年にかけて大きく増加していく見込みとなっています。ま

た、高齢者独居率においても令和 22 年にかけて上昇傾向にあります。 

※国勢調査データより推計（各年 10 月 1 日時点） 

1,102 1,110 1,073 1,049 1,049

1,099 1,125 1,096 1,066 1,081

1,278
1,374 1,432 1,492 1,549

3,478
3,609 3,601 3,608 3,679

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

4,000人

R2年

(2020)

R7年

(2025)

R12年

(2030)

R17年

(2035)

R22年

(2040)

広川町の高齢者世帯数の推移

広川町その他高齢者世帯主世帯数 広川町高齢者夫婦のみ世帯数

広川町高齢者独居世帯数

21.5% 22.4%
23.3% 24.0% 24.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

R2年

(2020)

R7年

(2025)

R12年

(2030)

R17年

(2035)

R22年

(2040)

広川町の高齢者独居率の推移
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（１）調査の目的 

福岡県介護保険広域連合が、一般高齢者、介護予防・日常生活支援総合事業※対象者、要

支援者を対象に、本町を含む構成市町村および日常生活圏域ごとに、地域の抱える課題の

特定（地域診断）に資することなどを目的として、からだを動かすこと、食べること、毎

日の生活、地域での活動、たすけあい、健康などに関する項目を調査しています。（※印

のある用語は、P111 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 

 

（２）調査票の配布回収状況 

 

（３）調査結果利用上の注意 

回答は、原則として各質問の調査数を基数とした百分率（％）で表し、小数第２位を四

捨五入しています。このため、百分率の合計が 100％にならない場合があります。また、２

つ以上の回答ができる複数回答の質問では、回答比率の合計が 100％を超える場合があり

ます。 

  

 発送数 回収数 回収率 

前回調査 

（平成 29 年度～令和元年度） 
4,812 件 2,606 件 54.2％ 

令和元年度調査 2,146 件 1,067 件 49.7％ 

今回調査 

（令和３年度～令和５年度） 
1,440 件 710 件 49.3％ 
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（４）回答者の属性 

１ 性別の状況 

町全体では、「男性」が 44.2％、「女性」が 55.8％となっています。 

 

２ 年齢の状況 

町全体では、「70～74 歳」が 30.7％と最も高く、次いで「65～69 歳」が 27.5％、「75

～79 歳」が 17.7％となっています。 

 

  

44.2

40.2

43.9

48.9

55.8

59.8

56.1

51.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

広川町全体

（710名）

上広川小学校校区

（174名）

中広川小学校校区

（362名）

下広川小学校校区

（174名）

男性 女性

27.5

31.6

26.8

24.7

30.7

27.0

30.4

35.1

17.7

17.8

19.6

13.8

15.9

17.2

14.4

17.8

8.2

6.3

8.8

8.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

広川町全体

（710名)

上広川校区

（174名）

中広川校区

（362名）

下広川校区

（174名）

６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳

８０～８４歳 ８５歳以上 系列6

74.4

74.2

74.4

74.6

平均年齢
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３ 地区の状況 

「中広川小学校区」が 51.0％と最も高く、次いで「上広川小学校区」、「下広川小学校

区」24.5％となっています。 

 

  

24.5 51.0 24.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

広川町

（710名）

上広川小学校校区 中広川小学校校区 下広川小学校校区 系列4
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（５）調査結果 

１．生活機能低下リスク該当状況 

（１）町全体の評価（令和元年度調査との比較） 

※生活機能低下リスク分析（生活機能評価）項目：チェックリスト 13 項目による判定 

※広川町の地区指標（以下、地区指標とする）①②③の評価は前回調査を基準として、

差（変化）がみられたか判断している。 

生活機能低下リスクの状況（地区指標①）では、令和元年度調査と比べて「口腔機能低

下リスク該当（+8.7％）」、「認知機能低下リスク該当（+5.5％）」、「閉じこもりリスク該当

（+8.2％）」、「外出を控えている（+58.7％）」、「うつリスク該当（+10.0％）」、「低 IADL※

該当（+10.8％）」の６項目において、増加がみられました。また、「運動器機能低下リスク

該当（-10.6％）」、「低栄養リスク該当（-11.8％）」の２項目において、減少がみられました。

（※印のある用語は、P111 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 

 

安心して生活できる環境の状況（地区指標②）では、「主観的健康観がよい（+5.1％）」、

「幸福感が 5 点以上（+5.0％）」の２項目において、令和元年度調査と比べて増加がみられ

ました。 

89.4%

88.2%

108.7%

105.5%

108.2%

158.7%

110.0%

110.8%

運動器機能低下リスク該当

低栄養リスク該当

口腔機能低下リスク該当

認知機能低下リスク該当

閉じこもりリスク該当

外出を控えている

うつリスク該当

低IADL該当

地区指標① 生活機能低下リスクの状況R元年度調査

（1,067名）

今回調査

（710名）

98.7%

95.9%

105.1%

105.0%

共食の機会月1回以上

生きがいがある

主観的健康観がよい

幸福感が5点以上

地区指標② 安心して生活できる環境の状況R元年度調査

（1,067名）

今回調査

（710名）
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経年評価（地区指標③）では、「外出を控えている（+10.1％）」等の項目において、令

和元年度調査と比べて高い割合となりました。 

 

  

14.2%

1.7%

20.7%

36.6%

15.9%

17.2%

37.9%

11.1%

31.2%

81.8%

64.0%

72.1%

82.2%

12.7%

1.5%

22.5%

38.6%

17.2%

27.3%

41.7%

12.3%

29.9%

80.7%

61.4%

75.8%

86.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

運動器機能低下リスク該当

低栄養リスク該当

口腔機能低下リスク該当

認知機能低下リスク該当

閉じこもりリスク該当

外出を控えている

うつリスク該当

低IADL該当

転倒リスク該当

共食の機会月1回以上

生きがいがある

主観的健康観がよい

幸福感が5点以上

地区指標③ 経年評価R元年度調査（1,067名）

今回調査（710名）
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２．社会参加について 

（１）週１回以上の社会参加（前回調査との比較） 

 

＜アンケート結果＞ 

 

【前回調査との比較】 

週 1 回以上の地域活動や趣味活動の参加状況について、前回調査と比べて「収入ある仕

事」が 7.3％増加し、「ボランティア活動」が 4.8％減少しました。 

今回調査でも「収入のある仕事」、「スポーツ・クラブ活動」、「趣味のグループ」の順

で割合が高い結果となりました。 

  

7.8%

15.5%

13.0%

4.3%

4.5%

3.2%

23.5%

3.0%

13.2%

9.9%

2.3%

3.0%

2.8%

30.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

ボランティア活動

スポーツ・クラブ活動

趣味のグループ

学習・教養サークル

老人クラブ

町内会・自治会行事

収入のある仕事

前回（2,606名）

今回（710名）
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３．毎日の生活・健康状態について 

（１）趣味について（前回調査との比較） 

＜アンケート結果＞ 

【前回調査との比較】 

前回と比べて、大きな変化はみられませんでした。 

「趣味がない」方は、前回・今回ともに約２割を占めています。 

 

（２）生きがいの有無（前回調査との比較） 

＜アンケート結果＞ 

【前回調査との比較】 

前回と比べて、大きな変化はみられませんでした。 

「生きがいがない」方は、前回・今回ともに約３割を占めています。 

  

72.1%

71.0%

19.8%

21.3%

8.0%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

（2,606名）

今回

（710名）

ある ない 無回答

62.8%

61.4%

27.2%

30.4%

10.0%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

（2,606名）

今回

（710名）

ある ない 無回答
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（３）共食（誰かと一緒に食事をすること）の有無（令和元年度調査との比較） 

＜アンケート結果＞ 

【令和元年度調査との比較】 

令和元年度調査と比べて、大きな変化はみられませんでした。 

「月１回以上ある」方は、前回・今回ともに８割以上を占めています。 

 

（４）健康について（令和元年度調査との比較） 

＜アンケート結果＞ 

【令和元年度調査との比較】 

令和元年度調査と比べて、特に変化はみられませんでした。 

「不健康群」の方は、前回・今回ともに約２割を占めています。  

81.8%

80.7%

15.4%

17.9%

2.8%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年度

（1067名)

今回

（710名)

月1回以上ある ない 無回答

72.1%

75.8%

19.7%

18.9%

8.2%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年度

（1067名)

今回

（710名)

健康群 不健康群 無回答
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（５）外出について（令和元年度調査との比較） 

＜アンケート結果＞ 

【令和元年度調査との比較】 

令和元年度調査と比べて、「外出している」方が 10.1％増加しました。 

 

４．認知症に関する相談窓口の把握 

（１）認知症相談窓口の把握（今回調査） 

＜アンケート結果＞ 

【今回調査の結果】 

認知症に関する相談窓口について、今回調査では「知っている」と回答した方が 28.6%

でした。 

  

17.2%

27.3%

79.0%

69.0%

3.8%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和元年度

(1,067名)

今回

（710名)

外出している 外出を控えている 無回答

28.6% 64.9% 6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（710名)

知っている 知らない 無回答
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（２）認知症相談窓口の把握（性別・年齢階級別） 

 

＜アンケート結果＞ 

 

【今回調査の結果】 

認知症に関する相談窓口について、「知っている」と回答した方は「女性」の「65-69 歳」

が 42.7％と最も高く、次いで「男性」の「75-79 歳」が 35.4％、「女性」の「75-79 歳」が

30.8％となっています。「知らない」と回答した方については、「男性」の「70-74 歳」が

75.5％と最も高い結果となりました。 

  

28.6%

27.1%

28.3%

20.2%

35.4%

30.0%

26.1%

29.8%

42.7%

25.8%

30.8%

23.8%

17.1%

64.9%

68.2%

70.7%

75.5%

62.5%

56.0%

65.2%

62.4%

55.2%

71.8%

60.3%

55.6%

65.7%

6.5%

4.8%

1.0%

4.3%

2.1%

14.0%

8.7%

7.8%

2.1%

2.4%

9.0%

20.6%

17.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（710名)

男性全体（314名)

65-69歳（99名)

70-74歳（94名)

75-79歳（48名)

80-84歳（50名)

85歳以上（23名)

女性全体（396名)

65-69歳（96名)

70-74歳（124名)

75-79歳（78名)

80-84歳（63名)

85歳以上（35名)

知っている 知らない 無回答

男性

女性
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サービス種類別給付費の内訳については、「在宅」の給付費が増加しており、全体の４

割となっています。また「施設」の給付費は減少傾向にあります。 

 

介護給付費の状況 

福岡県介護保険広域連合介護給付費統計データ 

 

（２）サービス種類別給付費の内訳 

福岡県介護保険広域連合介護給付費統計データ 

 

（３）広川町介護給付費の推移（年間） 

福岡県介護保険広域連合介護給付費統計データ 

  

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

年間件数 44,051 45,700 46,778 47,818

給付額総額（円） 1,415,809,135 1,454,094,986 1,447,781,687 1,438,828,333

一人当たり給付費（円）

（第１号被保険者）
256,906 261,434 259,273 255,157

介護（予防）給付費

区分

令和元年（円） 割合 令和２年（円） 割合 令和３年（円） 割合 令和４年（円） 割合

524,956,746 37% 566,838,193 39% 588,947,265 41% 603,845,629 42%

498,253,131 35% 483,137,145 33% 466,442,987 32% 481,292,197 33%

240,803,886 17% 240,635,304 17% 227,323,351 16% 193,307,578 13%

151,795,372 11% 163,484,344 11% 165,068,084 11% 160,382,929 11%

1,415,809,135 100% 1,454,094,986 100% 1,447,781,687 100% 1,438,828,333 100%

居宅サービス計画等

合計

介護+予防

在宅

地域密着型

施設

単位：円 

介護 予防

495,288,527 29,668,219 240,803,886 765,760,632

532,663,095 34,175,098 240,635,304 807,473,497

554,508,599 34,438,666 227,323,351 816,270,616

559,721,921 44,123,708 193,307,578 797,153,207令和４年

居宅サービス（Ａ）
施設サービス（Ｂ） 合計（Ａ+Ｂ）

令和元年

令和２年

令和３年
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介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活できるようにするため、今後の

要支援・要介護認定者やサービス利用者の見込みを踏まえ、適切にサービスが供給される

よう、福岡県介護保険広域連合と連携を図りながら事業運営の促進に努めます。 

福岡県介護保険広域連合の推計値によると、本町の総人口は、今後も緩やかに減少を続

けるものと見込まれています。しかし、第１号被保険者である高齢者（65 歳以上）人口に

ついては、増加することが予想されています。総人口に占める高齢者人口の割合（高齢化

率）は増加していくことが見込まれ、令和 12 年度には 30.4％、令和 22 年度には 31.8％

に達すると予想されています。75 歳以上の後期高齢者人口の割合（後期高齢化率）につい

ても増加を続け、令和 12 年度には 17.8％、令和 22 年度には 18.1％になると見込まれて

います。 

一方、40 歳未満の人口は、令和 3 年度の 7,613 人から令和 12 年度には 6,822 人、令

和 22 年度には 6,260 人と減少が進むと見込まれています。 

 

（１）被保険者等人口推計値 

福岡県介護保険広域連合人口推計データ（令和 5年 12月時点）（コーホート変化率法） 

 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和22年度

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2030年 2040年

5,673 5,698 5,739 5,776 5,785 5,761 5,684 5,563

65-69歳 1,328 1,304 1,296 1,305 1,295 1,252 1,109 1,236

70-74歳 1,539 1,524 1,476 1,387 1,329 1,264 1,240 1,151

75-79歳 968 1,013 1,077 1,176 1,261 1,392 1,196 956

80-84歳 849 850 881 896 877 809 1,075 943

85-89歳 588 598 587 577 596 611 631 731

90歳以上 401 409 422 435 427 433 433 546

6,231 6,173 6,181 6,173 6,174 6,199 6,192 5,682

40-64歳 6,231 6,173 6,181 6,173 6,174 6,199 6,192 5,682

11,904 11,871 11,920 11,949 11,959 11,960 11,876 11,245

7,613 7,552 7,420 7,306 7,210 7,121 6,822 6,260

6,231 6,173 6,181 6,173 6,174 6,199 6,192 5,682

5,673 5,698 5,739 5,776 5,785 5,761 5,684 5,563

2,806 2,870 2,967 3,084 3,161 3,245 3,335 3,176

19,517 19,423 19,340 19,255 19,169 19,081 18,698 17,505

29.1% 29.3% 29.7% 30.0% 30.2% 30.2% 30.4% 31.8%

14.4% 14.8% 15.3% 16.0% 16.5% 17.0% 17.8% 18.1%

第１号被保険者

第２号被保険者

後期高齢化率

高齢化率

総人口

※内75歳以上（後期高齢者）

65歳以上（高齢者）

40～64歳

40歳未満

総数
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（２）広川町における要介護等認定者数の将来推計 

福岡県介護保険広域連合の推計値では、本町の要介護認定者数は、平成 30 年度以降増

加を続け、令和 12 年度には 965 人に、令和 22 年度には 1,026 人に達するものと見込

まれています。要介護認定率も、今後は微増を続け、令和 12 年度には 17.0％、令和 22 

年度には 18.4％に達するものと見込まれています。 

福岡県介護保険広域連合認定者推計データ（令和 5年 12月時点） 

 

 

（３）介護保険サービスの推計値(介護サービス※利用量) 

介護給付費総額は年々増加しており、今後も増加傾向は続くと予想されています。 

今後も住み慣れた地域で暮らし続けるために、地域密着型サービスのうち、「小規模多機

能型居宅介護」や「看護小規模多機能型居宅介護」といった、現在町内に整備されていな

い多機能なサービスについて、地域包括ケアシステムの構築のために整備を検討していき

ます。 

一方、施設・居住系サービスにおいては、早期の入所を希望する町内の待機者は多いと

は言えず、本計画期間中に新たな入所施設の整備を必要とする状況にはありません。なお、

福岡県介護保険広域連合が試算した本町の介護サービス利用量は次のとおりです。（※印

のある用語は、P111 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2030年 2035年 2040年

5,673 5,698 5,739 5,776 5,785 5,761 5,684 5,623 5,563

2,867 2,828 2,772 2,692 2,624 2,516 2,349 2,261 2,387

2,806 2,870 2,967 3,084 3,161 3,245 3,335 3,362 3,176

870 906 890 915 920 917 965 1,012 1,026

105 103 84 82 80 76 75 68 72

765 803 806 833 840 841 890 944 954

15.3% 15.9% 15.5% 15.8% 15.9% 15.9% 17.0% 18.0% 18.4%

1.9% 1.8% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.3%

13.5% 14.1% 14.0% 14.4% 14.5% 14.6% 15.7% 16.8% 17.1%

　後期高齢者数

　前期高齢者数

高齢者数

　後期認定率

　前期認定率

認定率

　後期認定者数

　前期認定者数

認定者数（２号分は除く）
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介護サービス利用量の推定値（１年あたり） 

【介護予防】（要支援１・２） 

福岡県介護保険広域連合介護サービス見込量データ（令和 5年 12月時点） 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2030年 2035年 2040年

(1)介護予防サービス

回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

回数 829 933 784 784 869 784 869 869 869

人数 126 145 108 108 120 108 120 120 120

回数 251 414 576 576 576 576 682 682 682

人数 25 52 72 72 72 72 84 84 84

　介護予防居宅療養管理指導 人数 19 82 108 108 108 108 132 132 132

　介護予防通所リハビリテーション 人数 751 959 1,012 1,092 1,104 1,080 1,176 1,224 1,236

日数 0 6 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 1 0 0 0 0 0 0 0

日数 2 46 120 135 135 135 135 180 180

人数 1 16 36 36 36 36 36 48 48

日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　介護予防福祉用具貸与 人数 694 875 872 948 960 936 1,008 1,056 1,056

　特定介護予防福祉用具購入費 人数 20 22 8 12 12 12 12 12 12

　介護予防住宅改修 人数 35 39 32 24 24 24 24 24 24

　介護予防特定施設入居者生活介護 人数 3 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）地域密着型介護予防サービス

回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　介護予防認知症対応型共同生活介護 人数 12 14 0 0 0 0 0 0 0

（３）介護予防支援 人数 1,352 1,635 1,632 1,764 1,788 1,740 1,884 1,980 1,980

　介護予防訪問看護

　介護予防訪問入浴介護

　介護予防認知症対応型通所介護

　介護予防短期入所療養介護（介護医療院）

　介護予防短期入所療養介護（病院等）

　介護予防短期入所療養介護（老健）

　介護予防短期入所生活介護

　介護予防訪問リハビリテーション
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【介護】（要介護１～５） 

福岡県介護保険広域連合介護サービス見込量データ（令和 5年 12月時点） 

 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度 令和8年度 令和12年度 令和17年度 令和22年度

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2030年 2035年 2040年

（１）居宅サービス

回数 17,760 17,507 18,268 18,153 17,869 17,381 18,278 19,623 19,623

人数 1,218 1,181 1,200 1,200 1,188 1,164 1,224 1,308 1,308

回数 1,194 769 696 559 559 559 559 648 648

人数 167 124 108 96 96 96 96 108 108

回数 4,391 3,475 3,528 3,531 3,531 3,450 3,663 3,776 3,846

人数 701 567 624 624 624 612 648 672 684

　訪問リハビリテーション 回数 1,017 922 732 708 708 708 708 708 793

　居宅療養管理指導 人数 926 935 1,044 1,032 1,032 996 1,044 1,104 1,116

回数 30,027 30,407 29,888 29,952 29,911 29,341 30,802 32,413 32,893

人数 2,298 2,306 2,232 2,244 2,244 2,208 2,316 2,436 2,472

回数 13,702 13,473 13,300 13,496 13,496 13,376 14,046 14,713 14,938

人数 1,461 1,446 1,428 1,452 1,452 1,440 1,512 1,584 1,608

日数 2,639 3,386 3,688 3,618 3,618 3,407 3,654 3,790 3,790

人数 235 294 324 324 324 312 336 348 348

日数 678 921 816 862 862 862 862 931 931

人数 112 169 156 156 156 156 156 168 168

日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　福祉用具貸与 人数 2,519 2,579 2,688 2,664 2,664 2,628 2,784 2,928 2,952

　特定福祉用具購入費 人数 48 55 56 60 60 60 60 60 60

　住宅改修費 人数 38 34 52 48 48 48 48 48 48

　特定施設入居者生活介護 人数 139 130 112 108 108 108 108 108 108

（２）地域密着型サービス

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数 249 163 164 204 228 264 264 276 288

　夜間対応型訪問介護 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

回数 2,295 1,343 1,152 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228

人数 121 73 60 60 60 60 60 60 60

　認知症対応型通所介護 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　小規模多機能型居宅介護 人数 12 0 0 0 12 12 12 12 12

　認知症対応型共同生活介護 人数 687 638 664 672 660 672 708 732 756

　地域密着型特定施設入居者生活介護 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　看護小規模多機能型居宅介護 人数 4 0 0 0 12 12 12 12 12

　複合型サービス（新設） 人数 0 0 0 0 0 0

（３）施設サービス

　介護老人福祉施設 人数 1,022 1,027 1,072 1,116 1,152 1,200 1,248 1,284 1,296

　介護老人保健施設 人数 572 631 708 720 708 708 732 768 792

　介護医療院 人数 69 70 76 72 72 72 72 72 72

　介護療養型医療施設 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（４）居宅介護支援 人数 4,602 4,609 4,576 4,548 4,572 4,500 4,752 5,016 5,076

　通所リハビリテーション

　地域密着型通所介護

　短期入所療養介護（介護医療院）

　短期入所療養介護（病院等）

　短期入所療養介護（老健）

　短期入所生活介護

　通所介護

　訪問看護

　訪問入浴介護

　訪問介護



 

27 

（１）調査の目的 

令和 5 年度に高齢者の生活実態や健康状態、福祉施策に対する考え方等の把握を行い、

計画策定の基礎資料とすることを目的にアンケート調査を行いました。 

 

（２）調査票の配布回収状況 

 

 

 

 

（３）調査結果利用上の注意 

回答は、原則として各質問の調査数を基数とした百分率（％）で表し、小数第２位を四

捨五入しています。このため、百分率の合計が 100％にならない場合があります。また、２

つ以上の回答ができる複数回答の質問では、回答比率の合計が 100％を超える場合があり

ます。 

  

 発送数 回収数 回収率 

令和 5 年度 1,500 件 704 件 46.9％ 
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（４）回答者の属性 

１ 性別 

町全体では、「男性」が 46.3％、「女性」が 52.0％となっています。 

 

２ 年齢 

町全体では、「70-74 歳」が 23.7％と最も高く、次いで「75-79 歳」が 23.3％、「65-69

歳」が 19.0％となっています。 

  

46.3% 52.0%

0.3%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 704名 ）

男性 女性 回答しない 無回答 系列5

19.0% 23.7% 23.3% 18.5% 13.6%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 704名 ）

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85歳以上 無回答 系列7

平均年齢

76.4歳
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（５）調査結果 

１．広川町の介護予防事業の参加について 

広川町の介護予防事業に「参加している」の回答において、「地域いきいきサロン」が

15.3%と最も高く、次いで「地域通いの場」が 8.0%、「貯筋体操教室」が 4.0%となってい

ます。 

「知っているが参加していない」の回答では、「貯筋体操教室」が 49.4%と最も高く、次

いで「地域いきいきサロン」が 46.6%、「いきいき元気教室」が 43.6%でした。また、「知

らない」の回答においては、「笑顔キラキラ教室」が 75.3%と最も高く、次いで「介護予防

サポーター養成講座」が 74.1%、「水曜にこにこ教室」が 73.7%でした。 

  

4.0%

3.7%

1.0%

1.7%

1.8%

15.3%

8.0%

1.1%

49.4%

43.6%

21.0%

18.6%

29.0%

46.6%

25.0%

18.9%

42.8%

49.0%

73.7%

75.3%

63.8%

33.8%

60.8%

74.1%

3.8%

3.7%

4.3%

4.4%

5.4%

4.3%

6.3%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

貯筋体操教室

いきいき元気教室

水曜にこにこ教室

笑顔キラキラ教室

介護予防教室への外出支援

地域いきいきサロン

地域通いの場

介護予防サポーター養成講座

参加している 知っているが参加していない 知らない 無回答 系列5

（ 704名 ）
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２．生活支援サービスの興味・関心 

サービスを受けてみたい内容として、「草むしり、花木の水やり」が 14.5%と最も高く、

次いで「外出時の送迎」が 10.1%、「話し相手」が 8.4%となっています。 

有償ボランティアとして活動できる内容として、「草むしり、花木の水やり」が 23.9%と

最も高く、次いで「見守り・声かけ」が 23.0%、「話し相手」が 20.9%でした。 

  

14.5%

5.5%

1.0%

10.1%

3.6%

7.2%

8.4%

7.2%

5.1%

4.5%

0.3%

1.0%

4.7%

3.1%

1.8%

23.9%

13.8%

3.8%

14.3%

8.0%

7.1%

20.9%

23.0%

5.3%

6.1%

3.4%

3.0%

16.5%

6.8%

6.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

草むしり、花木の水やり

買い物の代行

ペットの世話

外出時の送迎

病院の付き添い

家具・電化製品等の簡単な移動・修繕

話し相手

見守り・声かけ

食事の準備

掃除・洗濯・ふとん干し

お墓の手入れ

お金の管理

ゴミ出し

官公庁等での手続きの付き添い

その他

サービスを受けてみたい 有償ボランティアとして活動できる 系列3

（ 704名 ）
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３．認知症に係る相談窓口について 

① 認知症の症状がある方または、家族に認知症の症状がある方における、 

認知症に関する相談窓口の認知度（町全体） 

認知症に関する相談窓口について「知っている」と回答された方は、「該当」では 32.2%、

「非該当」では 26.9%でした。 

※該当：ご本人に認知症の症状がある方、もしくは家族に認知症の症状がある方 

※非該当：ご本人に認知症の症状や家族に認知症の症状がない方 

 

② 認知症の症状がある方または、家族に認知症の症状がある方における、 

認知症に関する相談窓口の認知度（性別） 

認知症に関する相談窓口について「知っている」方を性別でみると、「女性」の「該当」

で 34.6%と最も高く、次いで「男性」の「該当」で 30.8%、「女性」の「非該当」で 27.1%

となっています。 

32.2%

26.9%

65.8%

71.6%

2.1%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当（ 146名 ）

非該当（ 528名 ）

全
体

知っている 知らない 無回答 系列4

30.8%

26.6%

34.6%

27.1%

67.7%

71.4%

62.8%

71.8%

1.5%

2.0%

2.6%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

該当（ 65名 ）

非該当（ 248名 ）

該当（ 78名 ）

非該当（ 273名 ）

男
性

女
性

性
別

知っている 知らない 無回答 系列4
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③ 認知症の症状がある方または、家族に認知症の症状がある方における、 

認知症に関する相談窓口の認知度（年齢階級別） 

認知症に関する相談窓口について「知っている」と回答された方は、「該当」の「65-69

歳」で 50.0%と最も高く、次いで「該当」の「80-84 歳」で 34.4%、「該当」の「75-79 歳」

で 32.3%となっています。 

  

50.0%

29.0%

13.0%

29.6%

32.3%

27.3%

34.4%

20.7%

31.3%

25.0%

50.0%

71.0%

82.6%

69.0%

67.7%

71.9%

65.6%

76.1%

62.5%

73.1%

0.0%

0.0%

4.3%

1.4%

0.0%

0.8%

0.0%

3.3%

6.3%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

該当（ 24名 ）

非該当（ 107名 ）

該当（ 23名 ）

非該当（ 142名 ）

該当（ 31名 ）

非該当（ 128名 ）

該当（ 32名 ）

非該当（ 92名 ）

該当（ 32名 ）

非該当（ 52名 ）

65
-6
9歳

70
-7
4歳

75
-7
9歳

80
-8
4歳

85
歳
以
上

年
齢
階
級
別

知っている 知らない 無回答 系列4
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４．ご自身の終活について 

① 終活について家族と話し合ったことがあるか（町全体） 

終活について家族と話し合ったことが「ある」方は、32.5%、「ない」方は、61.9%となっ

ています。町全体の 6 割以上の方は、終活について家族と話し合ったことがないという結

果でした。 

 

② 終活について家族と話し合ったことがあるか（性別） 

終活について家族と話し合ったことが「ある」方は、「男性」で 31.3%、「女性」で 33.1%

となっています。 

 

32.5% 61.9% 5.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

（ 704名 ）

ある ない 無回答 系列4

31.3%

33.1%

63.8%

61.2%

4.9%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性（ 326名 ）

女性（ 366名 ）

性
別

ある ない 無回答 系列4
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③ 終活について家族と話し合ったことがあるか（年齢階級別） 

終活について家族と話し合ったことが「ある」方は、「75-79 歳」で 37.8%と最も高く、

次いで「85 歳以上」で 34.4%、「80-84 歳」で 32.3%となっています。 

 

５．あんしんノートについて 

① あんしんノートの認知度（町全体） 

あんしんノートについて「知っている」方が 22.0%、「聞いたことがあるが、内容は知ら

ない」方が 22.3%、「知らない」方が 51.4%となっています。町全体の 5 割以上の方は、あ

んしんノートについて「知らない」と回答していました。 

26.1%

29.9%

37.8%

32.3%

34.4%

70.1%

66.5%

58.5%

57.7%

58.3%

3.7%

3.6%

3.7%

10.0%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65-69歳（ 134名 ）

70-74歳（ 167名 ）

75-79歳（ 164名 ）

80-84歳（ 130名 ）

85歳以上（ 96名 ）

年
齢
階
級
別

ある ない 無回答 系列4

22.0% 22.3% 51.4% 4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

（ 704名 ）

知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答 系列5
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② あんしんノートの認知度（性別） 

あんしんノートについて「知っている」方が「男性」で 13.8%、「女性」で 29.0%となっ

ており、女性の方が 10%以上高い結果となっています。「知らない」方は「男性」で 62.9%、

「女性」では 42.1%でした。 

 

③ あんしんノートの認知度（年齢階級別） 

あんしんノートについて「知っている」方は「70-74 歳」で 27.5%と最も高く、次いで

「80-84 歳」で 25.4%、「75-79 歳」で 21.3%となっています。 

「65-69 歳」では、約 6 割の方が「知らない」と回答していました。 

13.8%

29.0%

19.3%

24.9%

62.9%

42.1%

4.0%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性（ 326名 ）

女性（ 366名 ）

性
別

知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答 系列5

14.9%

27.5%

21.3%

25.4%

18.8%

23.1%

22.2%

25.0%

18.5%

22.9%

58.2%

47.9%

50.6%

50.0%

52.1%

3.7%

2.4%

3.0%

6.2%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65-69歳（ 134名 ）

70-74歳（ 167名 ）

75-79歳（ 164名 ）

80-84歳（ 130名 ）

85歳以上（ 96名 ）

年
齢
階
級
別

知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答 系列5
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６．耳の聞こえにくさについて 

① 耳の聞こえの状態（町全体） 

耳の聞こえの状態について「普通の声が聞き取れる」方が 76.4%、「大きい声ならなんと

か聞き取れる」方が 16.8%、「ほとんど聞こえない」方が 1.6%となっています。町全体の

7 割以上の方は、耳の聞こえの状態について「普通の声が聞き取れる」と回答していまし

た。 

 

② 耳の聞こえの状態（性別） 

耳の聞こえの状態について「普通の声が聞き取れる」方が「男性」で 80.7%、「女性」で

73.8%となっています。「大きい声ならなんとか聞き取れる」方が、「男性」で 13.2%、「女

性」で 19.4%、「ほとんど聞こえない」方が、「男性」で 1.5%、「女性」で 1.6%でした。 

76.4% 16.8%

1.6%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

（ 704名 ）

普通の声が聞き取れる 大きい声ならなんとか聞き取れる ほとんど聞こえない 無回答 系列4

80.7%

73.8%

13.2%

19.4%

1.5%

1.6%

4.6%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性（ 326名 ）

女性（ 366名 ）

性
別

普通の声が聞き取れる 大きい声ならなんとか聞き取れる ほとんど聞こえない 無回答 系列4
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③ 耳の聞こえの状態（年齢階級別） 

耳の聞こえの状態について「普通の声が聞き取れる」方は、「70-74 歳」で 90.4%と最も

高く、次いで「65-69 歳」で 85.8%、「75-79 歳」で 78.0%となっています。「大きい声なら

なんとか聞き取れる」方は、「85 歳以上」で 37.5%と最も高く、次いで「80-84 歳」で 23.1%、

「75-79 歳」で 14.6%でした。また、「ほとんど聞こえない」方は、「85 歳以上」で 3.1%、

「75-79 歳」で 1.8%、「80-84 歳」で 1.5%となっています。 

  

85.8%

90.4%

78.0%

66.2%

52.1%

10.4%

7.2%

14.6%

23.1%

37.5%

0.7%

1.2%

1.8%

1.5%

3.1%

3.0%

1.2%

5.5%

9.2%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65-69歳（ 134名 ）

70-74歳（ 167名 ）

75-79歳（ 164名 ）

80-84歳（ 130名 ）

85歳以上（ 96名 ）

年
齢
階
級
別

普通の声が聞き取れる 大きい声ならなんとか聞き取れる ほとんど聞こえない 無回答 系列4
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④ 耳の聞こえの状態と補聴器の使用状況について 

【耳の聞こえの状態が「大きい声ならなんとか聞き取れる」、「ほとんど聞こえない」と

回答した方の補聴器の使用状況について】 

耳の聞こえの状態が「大きい声ならなんとか聞き取れる」、「ほとんど聞こえない」と回

答した方における、補聴器の使用状況について、「持っていない」方が 49.6%と最も高く、

次いで「使用している」方が 34.9%、「持っているが使用していない」方が 13.2%となって

います。 

 

【補聴器の使用状況について、「持っていない」と回答した方の補聴器を持っていない理

由について】 

補聴器の使用状況について、「持っていない」と回答した方における、補聴器を持って

いない理由について、「補聴器でどのくらい改善されるかわからないから」と回答した方

が 33.8%と最も高く、次いで「補聴器を使用することがわずらわしいから」と回答した方

が 30.8%となっています。  

27.7%

33.8%

30.8%

3.1%

3.1%

29.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

補聴器は高額だから

補聴器でどのくらい改善

されるかわからないから

補聴器を使用することが

わずらわしいから

恥ずかしいから

耳が聞こえにくくなっていることを

周りに知られたくないから

その他

（ 65名 ）

34.9% 13.2% 49.6%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 129名 ）

使用している 持っているが使用していない 持っていない 無回答 系列4
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（１）調査の目的 

地域福祉の関係団体等に対し、活動状況や課題、地域福祉に対する意見等を聴取するこ

とを目的にアンケート調査を行いました。 

 

（２）調査票の配布回収状況 

 

 

 

 

 

 

（３）調査結果利用上の注意 

回答は、原則として各質問の調査数を基数とした百分率（％）で表し、小数第２位を四

捨五入しています。このため、百分率の合計が 100％にならない場合があります。また、２

つ以上の回答ができる複数回答の質問では、回答比率の合計が 100％を超える場合があり

ます。 

  

 発送数 回収数 回収率 

地域サロン・老人クラブ

代表者 
26件 19件 73.1％ 

介護予防サポーター 20件 8 件 40.0％ 



 

40 

（４）調査結果 

１．地域サロン・老人クラブについて 

① 活動の課題について（6 団体） 

地域サロン・老人クラブの活動の課題について「参加者の高齢化」が 100.0%、「新しい

メンバーが増えない」が 83.3%となっています。 

 

② 活動の継続に向けて、希望する支援について（6 団体） 

地域サロン・老人クラブの活動の継続に向けて、希望する支援について「新しい参加者に

つながる取り組み」が 66.7%、「事務負担軽減」が 50.0％となっています。 

 

③ 本町の高齢者保健福祉に関するご意見について（19 団体） 

地域サロン代表の 2 割以上の方は、地域サロン・老人クラブの参加者（参加者の固定化）

について回答していました。 

回答数 割合

参加者の高齢化 6 100.0%

新しいメンバーが増えない 5 83.3%

60代の参加者が増えない 4 66.7%

70代の参加者が増えない 4 66.7%

会計や補助金申請等の事務作業が大変 2 33.3%

その他 2 33.3%

回答数 割合

新しい参加者につながる取り組み 4 66.7%

事務負担軽減 3 50.0%

町民への活動の広報周知 1 16.7%

その他 1 16.7%

ご意見 件数 割合

参加者が固定化している 5 26.3%

参加者が減少している 3 15.8%

活動の現状を周知して欲しい 1 5.3%

活動時間の確保が難しい 1 5.3%

区役員の負担が大きい 1 5.3%

緊急時の連絡方針を考えてほしい 1 5.3%

職員の休日派遣をお願いしたい 1 5.3%

補助金の増額 1 5.3%

送迎の希望 1 5.3%



 

41 

２．介護予防サポーターについて 

① 活動の課題について（8 名） 

介護予防サポーターの活動の課題について「参加者の高齢化」が 62.5%、「新しいメンバ

ーが増えない」、「60 代の参加者が増えない」が 50.0%となっています。 

 

② 活動の継続に向けて、希望する支援について（8 名） 

介護予防サポーターの活動の継続に向けて、希望する支援について「町民への活動の広

報周知」、「新しい参加者につながる取り組み」が 50.0%となっています。 

 

③ 本町の高齢者保健福祉に関するご意見について（8 名） 

介護予防サポーターの方のご意見として、「男性サポーターが少ない」、「サポーターの育

成・研修の充実」が 25.0％となっています。 

 

  

回答数 割合

参加者の高齢化 5 62.5%

新しいメンバーが増えない 4 50.0%

60代の参加者が増えない 4 50.0%

70代の参加者が増えない 2 25.0%

会計や補助金申請等の事務作業が大変 0 0.0%

その他 1 12.5%

回答数 割合

町民への活動の広報周知 4 50.0%

新しい参加者につながる取り組み 4 50.0%

事務負担軽減 1 12.5%

その他 0 0.0%

件数 割合

男性サポーターが少ない 2 25.0%

サポーターの育成・研修の充実 2 25.0%

参加促進の方法を教えてほしい 1 12.5%

活動内容の充実 1 12.5%

サポーター数の減少 1 12.5%

補助金の増額 1 12.5%

ユニフォームの無償化 1 12.5%
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仕事と介護を両立している主な介護者の約 7 割が、問題はあるが何とか仕事を続けてい

る、仕事を続けていくのはやや難しいと回答していました。 

また、仕事と介護を両立している主な介護者の約 7 割は、労働時間を含む何らかの調整

をしながら仕事を継続していました。 

図表 主な介護者の就労継続の可否に係る意識（単数回答） 

図表 主な介護者の働き方の調整状況（複数回答） 

                   ※令和 5 年度広川町在宅介護実態調査 

33.3% 55.6% 11.1%

0.0% 0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 9名 )

問題なく、続けている 問題はあるが、何とか続けている

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

わからない 無回答

33.3%

44.4%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、

短時間勤務、遅出・早帰、中抜け等）」

をしながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を

取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、2～4以外の調整をしながら、

働いている

わからない

無回答

（ 9名 ）
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第８次計画では、基本理念である「だれもが安心して暮らし続けていける まちづくり」

の実現に向けて、具体的な目標を掲げて各施策に取り組んできました。 

第８次計画において目標設定を行った 53 事業に対して、A 評価の「目標値に達した」が

17 事業、B 評価の「目標を概ね達成している」が 13 事業、C 評価の「目標をやや下回っ

ている」が 4 事業、D 評価の「目標を下回っており、大幅な改善が必要」が 11 事業、評価

が困難な「第 8 次計画期間中に新たに設定した指標、開始した事業または把握方法が異な

るため評価が困難」が 8 事業となっており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、

計画どおりに事業を進めることができない事業もありました。 

第８次計画の各事業において目標を達成できた・達成傾向にある事業は 56.6%にとどま

っており、第９次計画においても引き続き事業目標に対する年度ごとの PDCA サイクル※

構築等の取組みを推進し、目標の達成を目指します。（※印のある用語は、P111 の用語集

に用語の解説を掲載しています。） 

 

【指標の達成状況について】 

達成度 評価内容 

A 目標に達した 

B 目標を概ね達成している 

C 目標をやや下回っている 

D 目標を下回っており、大幅な改善が必要 

－ 
第８次計画期間中に新たに設定した指標、開始した事業又は把握方法が異な

るため評価が困難 

A B C D － 事業数

0 3 0 4 0 7

3 4 0 1 3 11

13 4 2 4 4 27

1 2 2 1 0 6

0 0 0 1 1 2

17 13 4 11 8

32.1% 24.5% 7.5% 20.8% 15.1%

基本目標4　安全・安心な生活環境の充実

第8次計画評価 53

その他

第8次計画　達成度まとめ

基本目標1　健康づくりと介護予防の推進

基本目標2　生きがいづくりと社会参加の推進

基本目標3　高齢者が地域で生活するための支援の充実
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基本目標1　健康づくりと介護予防の推進

健康増進と介護予防の取り組みの強化と推進

1
貯筋体操　実施回数

B
貯筋体操　参加延べ人数

NO. 事業名 達成度

4
食生活改善推進事業　男の料理教室　実施回数

D
食生活改善推進事業　男の料理教室　参加延べ人数

5
食生活改善推進事業　長生き教室　実施回数

D
食生活改善推進事業　長生き教室　参加延べ人数

2
認知症予防教室　実施回数

D
認知症予防教室　参加延べ人数

3
高齢者いきいき元気教室　実施回数　

B
高齢者いきいき元気教室　参加延べ人数

6

地域介護予防活動支援講師派遣事業　講師登録者数（人）

B地域介護予防活動支援講師派遣事業　派遣回数

地域介護予防活動支援講師派遣事業　参加延べ人数

7
地域リハビリテーション活動支援事業　実施回数

D
地域リハビリテーション活動支援事業　参加延べ人数

8 －

12 －

14 －

15 D

17 A

NO. 事業名 達成度

基本目標2　生きがいづくりと社会参加の推進

高齢者の生きがいづくりにつながる社会参加と交流の場づくり

高齢者の生きがいと健康づくり促進事業

9
老人クラブ活動支援事業　老人クラブ数

C
老人クラブ活動支援事業　会員数（人）

10
高齢者いきいきサロン活動支援事業　サロン数

B
高齢者いきいきサロン活動支援事業　実施回数

ボランティア活動支援事業

地域での介護予防活動を支援する人材の育成と活用

介護予防サポーター養成事業　養成講座修了者数

16
介護予防サポータースキルアップ育成事業　実施回数

B
介護予防サポータースキルアップ育成事業　参加延べ人数

11
地域通いの場支援事業　実施地区

B
地域通いの場支援事業　参加延べ人数

介護予防・地域支え合い事業

13

長寿祝い記念事業　77歳（人）

A長寿祝い記念事業　88歳（人）

長寿祝い記念事業　100歳以上（人）

介護予防サポーターポイント事業　登録申請者数

18

シルバー人材センターの運営支援　登録会員数

Bシルバー人材センターの運営支援　平均年齢

シルバー人材センターの運営支援　就業率
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19 A

20 D

21 D

22 A

27 B

31 A

32 A

33 A

34 A

35 B

36 B

37 B

38 C

39 D

41 A

42 －

43 －

44 －

45 －

NO. 事業名 達成度

基本目標3　高齢者が地域で生活するための支援の充実

生活支援の体制づくり

24
配食サービス事業　利用実人数（年度末）

A
配食サービス事業　配食数（年間）

25
生活管理指導員派遣事業　利用実人数（年度末）

A
生活管理指導員派遣事業　派遣延べ件数（年間）

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置

高齢者等生活支援体制整備協議会　協議会開催数

高齢者等生活支援体制整備協議会　福祉フォーラム実施数

高齢者等生活支援体制整備協議会　移動店舗販売実施箇所数

高齢者の在宅生活継続のための支援

23
在宅介護支援センター運営事業　相談件数（年間）

C
在宅介護支援センター運営事業　訪問件数（年間）

26

外出支援サービス事業　①介護予防教室へのふれあいタクシー
の利用補助　実施回数

A
外出支援サービス事業　①介護予防教室へのふれあいタクシー
の利用補助　延べ利用人数

外出支援サービス事業　②地域助け合い活動車両の貸出し　実施
回数

28

家族介護用品給付事業　実人員（年度末）

A

家族介護用品給付事業　要介護2

家族介護用品給付事業　要介護3

30
家族介護者交流事業　実施回数

A
家族介護者交流事業　参加者延べ人数

地域の見守りと支え合い

ひとり暮らし高齢者の見守り活動の推進

家族介護用品給付事業　要介護4

家族介護用品給付事業　要介護5

29
家族介護教室　実施回数

D
家族介護教室　参加者延べ人数

認知症施策総合推進事業　認知症サポーター（キッズサポーター
を含む）（人）

認知症初期集中・ケア向上事業　チーム会議開催数

認知症初期集中・ケア向上事業　対応事例数 （新規数）

認知症ケアパスの普及・推進

40
認知症カフェ運営事業　実施回数

見守りネットふくおか

在宅医療・介護連携の推進

在宅医療・介護連携推進事業

認知症高齢者の支援体制の充実

認知症施策総合推進事業　認知症地域支援推進員配置（人）

認知症施策総合推進事業　認知症キャラバン・メイト（人）    

高齢者心配ごと相談事業

権利擁護と虐待防止の推進

A
認知症カフェ運営事業　参加延べ人数

高齢者等ＳＯＳネットワーク事業　登録者数

高齢者の権利擁護と虐待防止の推進

成年後見制度の活用促進    

高齢者虐待の防止
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46 C

47 D

48 B

49 A

50 C

51 B

52 －

53 D

NO. 事業名 達成度

生活管理指導短期宿泊事業

避難行動要支援者支援事業

その他

感染症対策に係る取り組みの推進    

重層的な相談支援体制の整備

基本目標4　安全・安心な生活環境の充実

高齢者の住まいと安心して暮らせる環境の整備

住みよか事業（住宅改修補助）　実施件数

高齢者あんしんコール事業　設置数（各年度末数）

救急医療情報キットの配布　配布数（各年度末数）

養護老人ホーム措置事業　措置入所者数（年度末）
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（１）担い手不足への対応と介護予防の充実 

本町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、外出を控える高齢者が増加し、

社会参加する高齢者が減少しました。さらに、要介護リスクを抱える高齢者が増加し、要

支援・要介護高齢者が増加しました。今後の 75 歳以上人口の増加を考えると、要支援・要

介護認定者の増加が見込まれ、介護予防の充実が必要です。 

また、令和 22（2040）年を見据えると、本町では生産年齢人口は減少していく見込みで、

今後の担い手不足が予測され、生活支援体制の充実や見守り体制の強化が必要です。今後

は、通いの場の充実を図り、高齢者の主体的な介護予防の取組みを支援するとともに、フ

レイル※状態にある高齢者を早期発見し、通いの場につないでいくなど、要介護リスクを抱

える高齢者を「見つける・つなげる・支える」支援体制の充実が必要です。（※印のある用

語は、P112 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 

 

（２）将来に備える取組みへの支援 

本町では、認知症相談窓口の認知度は 3 割を下回っており、本人または家族に認知症の

症状がない高齢者の認知症相談窓口の認知度は 27%となっています。 

また、終活について家族と話し合ったことがある高齢者は 3 割程度にとどまっており、

終活のツールであるあんしんノートを知らない高齢者は 5 割を超えています。 

令和 22（2040）年を見据えると、医療・介護のニーズが高い 85 歳以降人口が増加して

くことから、生活機能が高いうちに、将来に備える高齢者本人の意思決定を支援する取組

みを進めていく必要があります。 

 

（３）高齢者独居世帯への支援の充実 

本町では、高齢者独居世帯が増加していくことが見込まれます。高齢者独居世帯では誰

かと食事を共にする共食の機会が少なく、孤食はうつ病のリスクが高まることからも、高

齢者独居世帯への共食の機会の創出及び見守り体制の充実の必要があります。 

 

（４）主介護者への支援 

働きながら介護を続けていくためには、ホームヘルプやショートステイ等、在宅福祉サ

ービスの拡充が求められます。家族介護の維持のためには、多様な在宅サービスが充実す

る必要があります。また、現在実施している家族介護教室、介護者のつどい、介護者カフ

ェの周知を行うことで、心身のリフレッシュを図り、在宅介護の継続を支援していく必要

があります。 
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第３章 基本理念と施策体系 

本計画は、「第５次広川町総合計画」の将来像である「世代を超えて住み心地の良い、温

もりと笑顔あふれるまち」の実現に向けた高齢者保健福祉の分野別計画・個別計画として

の位置づけを持つものとなります。 

また、総合計画で基本方針として位置づけられた「一人ひとりの生涯に寄り添うまち」

は、本計画で目指す健康づくり・医療・福祉・介護・地域福祉などの各種施策の集大成と

もいえるものとなります。 

「一人ひとりの生涯に寄り添うまち」では、未来の広川町の誰もがこの社会にとって大

切な一人として、幸せを感じながら暮らすことができるまちにするために、生活習慣病※予

防や介護予防に重点を置いた健康づくりの推進を掲げています。様々な理由で支援を必要

とする人が住み慣れた地域で安心して自立できるよう、地域で互いに協力して支え合い、

一人ひとりの生涯に寄り添う包括的な支援体制を構築し、いつまでも住み慣れた場所で安

心して暮らすことができ、誰もがいきいきと自分らしくいられる高齢者保健福祉の推進に

向けて、本計画において住民・各種団体・事業者・関係機関・行政が連携・協働しながら、

様々な取組みを推進していきます。（※印のある用語は、P112 の用語集に用語の解説を掲

載しています。） 

なお、地域包括ケアシステムを構築していくための 10 年間の計画かつ令和 22（2040）

年を見据えた計画という位置づけとなることから、地域包括ケアシステムの深化・推進に

向けた施策の継続的な展開・深化を図ります。 

 

 

 

 

第９次広川町高齢者保健福祉計画 

基本理念 

 
 
 
 

高齢者が住み慣れた地域で安心して健やかに 

暮らし続けていける まちづくり 
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本計画において、「高齢者が住み慣れた地域で安心して健やかに暮らし続けていけるま

ちづくり」を目指して、生きがい・就労の促進や健康づくりを通じて元気な高齢者を増や

し、幅広い世代が地域の支え手として活躍できるように、多様な通いの場を拠点にした顔

の見える地域の支え合いを推進していきます。各医療機関で実施されている ACP（アドバ

ンス・ケア・プランニング）※について、健康教室等の機会を通じて、啓発を図ります。（※

印のある用語は、P111 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 

 

  

認知症カフェ
チームオレンジ

元気な高齢者を増やし、幅広い世代が“地域の”支え手”として活躍

■社会参加といきがいづくりの促進
・老人クラブ
・シルバー人材センター
・介護予防サポーター、間接介護

■特定健診・保健指導・健康づくり活動
・幅広い世代が参加、地域ぐるみの取組み
・生活習慣病予防・重症化予防
・保健事業と介護予防の一体的実施

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー
・認知症地域支援推進員

医 療

生きがい・就労

■日常の医療（在宅医療）
■在宅系サービス

■病院

介 護

■施設・居住系サービス
・

健康づくり

通院・入院 通所・入所

社会参加の継続

健康増進

住まい

多様な通いの場

介護予防・生活支援

担
い
手
と
し
て
の

元
気
高
齢
者
の
参
画

認知症初期集中支援チーム

在宅医療・介護連携、認知症ケア

【広川町地域包括ケアシステムが目指す姿】
高齢者が住み慣れた地域で安心して健やかに暮らし続けていける まちづくり

ACP の普及啓発

障 害

■施設・居住支援系サービス

■訪問・日中活動系サービス
■訓練・就労系サービス
■障害児通所支援・障害児相談支援

地域の支え合い

・自治会、ボランティア、NPO等
・一般介護予防事業
・介護予防・生活支援サービス
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本計画で達成を目指す高齢者が健康でいきいきと暮らしている姿の実現に向け、本町の

高齢者、専門職、事業所、地域へ働きかけ、施策の達成状況をモニタリングする指標をも

とに PDCA サイクルを実施し、多様な活動を通して目指す姿の実現を目指します。 

 

【施策の達成状況をモニタリングする指標】 

KPI：目標を達成するために必要なプロセスが正常に機能しているかを評価する指標 

KDB：国保データベース 

実績報告：健康増進法に基づいて広川町が実施しており、健診実施機関からの報告がなさ

れている。 

町調査：毎年度、介護予防・日常生活支援総合事業実施状況調査が、国が県を通じて実施

しており、町は実施状況を報告している。 

  

高齢者が健康でいきいきと暮らしている 
目指す姿 

１ 

評価年度
データ
取得方法

モニタリング指標

毎年度KDB長寿健診受診率

KPI①
毎年度実績報告骨粗鬆症健診受診率

毎年度福岡県広域調査週1回以上通いの場に参加する高齢者の割合

毎年度KDBウォーキングなどの運動を週1回以上している後期高齢者の割合

毎年度町調査週1回以上の通いの場の数KPI②

毎年度KDB75歳以上の未治療者率
KPI③

毎年度KDB75歳以上の多剤併用服薬者の割合

毎年度福岡県広域調査週1回以上社会参加している高齢者の割合
KPI④

毎年度福岡県広域調査閉じこもり高齢者の割合

毎年度町調査通いの場に占める事業対象者・要支援・要介護認定者の割合KPI⑤

毎年度認定審査会データ入院（療養施設以外）からの介護申請件数KPI⑥

毎年度KDB平均自立期間（要支援・要介護）KPI⑦

毎年度KDB要支援高齢者の1年後の介護度悪化率KPI⑧

毎年度福岡県広域調査生きがいがあると感じる高齢者の割合
KPI⑨

令和8年度高齢者実態調査地域の支え合いができていると感じる高齢者の割合
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【
目
指
す
姿
の
達
成
に
向
け
た
施
策
の
論
理
的
な
構
造
（
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
）
】

 

イ
ン
プ
ッ
ト

活
動

初
期

ア
ウ
ト
カ
ム

中
期

ア
ウ
ト
カ
ム

長
期

ア
ウ
ト
カ
ム

イ
ン
パ
ク
ト

目
指
す
姿

１ 高 齢 者 が 健 康 で い き い き と 暮 ら し て い る

ど
こ
に
働
き
か
け
る
か

（
資
源
）

ど
う
動
き
出
す
か

（
活
動
）

あ
り
た
い
姿

（
社
会
へ
の
影
響
）

ま
ず
ど
う
な
る
の
か

（
活
動
目
標
）

何
が
変
わ
る
の
か

（
成
果
目
標
）

被 保 険 者

（ 高 齢 者 ）

専 門 職 地 域事 業 所

健
康
づ
く
り
や
生
活
機
能
の
維

持
向
上
に
向
け
て
、
地
域
の
取

り
組
み
の
関
心
・
機
運
が
高
ま

る

「 高 齢 者 の 健 康 寿 命 の 延 伸 」 各 種 施 策 の 実 施

健
康
づ
く
り
や
生
活
機
能
の

維
持
向
上
に
向
け
て
必
要
な
知

識
や
機
会
を
得
る

自
身
の
健
康
づ
く
り
や
生
活
機

能
の
維
持
向
上
に
つ
な
が
る

活
動
へ
の
参
加
頻
度
が
高
ま
る

骨
折
・
生
活
習
慣
病
重
症
化
を

予
防
す
る
支
援
と
と
も
に
、
一

時
的
に
生
活
機
能
が
低
下
し
た

高
齢
者
が
、
「
元
の
生
活
に
戻

る
」
支
援
に
つ
な
が
っ
て
い
る

骨
折
及
び
生
活
習
慣
病
の
重
症

化
を
予
防
し
つ
つ
、
元
の
生
活

に
戻
す
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

機
能
・
体
制
を
強
化
す
る

本
人
の
生
活
課
題
の
解
決
と
取

り
戻
し
た
い
活
動
・
参
加
を
達

成
す
る
支
援
を
実
践
し
、
支
援

技
術
を
高
め
る

K
P

I①

骨
折
・
生
活
習
慣
病
重
症
化
予

防
、
生
活
機
能
回
復
や
活
動
・

参
加
再
開
へ
の
意
欲
が
高
ま
る

要
支
援
高
齢
者
・
事
業
対
象
者

に
対
し
て
、
目
標
と
達
成
期
間

が
明
確
に
な
っ
た
生
活
課
題
解

決
型
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
増
え

る 共
感
に
基
い
て
、
多
様
な
通
い

の
場
が
立
ち
上
が
る

多
様
な
趣
味
、
特
技
や
能
力
に

応
じ
た
多
様
な
活
動
・
参
加
の

場
が
で
き
る

K
P

I②

多
様
な
活
動
・
参
加
の
場
所
が

住
民
に
開
か
れ
て
い
て
、
参
加

で
き
る
環
境
が
整
っ
て
い
る

多
様
な
通
い
の
場
の

中
で
、
フ
レ
イ
ル
・
認
知
症
の

人
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
相
互

の
支
え
合
い
が
生
ま
れ
る

K
P

I⑤

適
正
受
診
・
適
正
服
薬

が
で
き
る

計
画
外
入
院
か
ら

の
介
護
申
請
が
減
少
す
る

フ
レ
イ
ル
予
防
に
つ

な
が
る
活
動
的
な
生
活
を
送
る

K
P

I③

K
P

I④

K
P

I⑥

要
介
護
認
定
を
受
け
る
ま

で
の
年
齢
を
遅
ら
せ
るK

P
I⑦

要
支
援
高
齢
者
を
元
の
生
活
に

戻
す
支
援
技
術
が
向
上
す
る

し
な
く
な
っ
た
活
動
を
再
開
し

自
信
を
取
り
戻
す

生
活
機
能
が
低
下
し
て
も
元
の

生
活
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る

要
支
援
高
齢
者
の

介
護
度
重
度
化
が
減
るK
P

I⑧

仕
事
へ
の
誇
り
、
専
門
職

と
し
て
の
や
り
が
い
を
感

じ
る

よ
り
介
護
度
が
重
い
高
齢

者
に
、
介
護
資
源
を
振
り

分
け
る
こ
と
が
で
き
る

高
齢
者
を
支
え
る
社
会
資

源
が
充
実
す
る

高 齢 者 が 住 み 慣 れ た 地 域 で 生 き が い を 持 っ て 暮 ら し て い る

支 え る 側 支 え ら れ る 側 で は な く 「 と も に 支 え 合 う 」 社 会 の 実 現

K
P

I⑨
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本計画で達成を目指す高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域共生社会の実現

に向けて、本町の被保険者、家族介護者、事業所、地域へ働きかけ、施策の達成状況をモ

ニタリングする指標をもとに PDCA サイクルを実施し、多様な活動を通して目指す姿の実

現を目指します。 

 

【施策の達成状況をモニタリングする指標】 

実績報告等：保険者機能強化推進交付金または地域包括支援センター運営協議会で報告し

ている。 

 

広川町地域包括ケアシステムの実現・深化に向けて①高齢者が健康でいきいきと暮らし

ている姿②高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしている姿を目指し、各施策を推進し

ていきます。 

  

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

している 

目指す姿 

2 

評価年度
データ
取得方法

モニタリング指標

令和8年度高齢者実態調査終活について家族と話し合ったことがある高齢者の割合
KPI①

令和8年度高齢者実態調査認知症相談窓口を知っている高齢者の割合

毎年度KDB要介護高齢者の1年後の介護度悪化率KPI②

令和8年度在宅介護実態調査
介護離職の人の割合

KPI③
今後も仕事と介護の両立を問題なく続けていける人の割合

令和8年度事業所調査介護人材が充足していると回答する事業所の割合KPI④

毎年度実績報告等個別地域ケア会議実施ケース数KPI⑤

毎年度実績報告等認知症サポーター養成講座参加者数KPI⑥

毎年度実績報告等認知症カフェ実施個所数KPI⑦

毎年度実績報告等チームオレンジ数KPI⑧
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【
目
指
す
姿
の
達
成
に
向
け
た
施
策
の
論
理
的
な
構
造
（
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
）
】

 

イ
ン
プ
ッ
ト

活
動

初
期

ア
ウ
ト
カ
ム

中
期

ア
ウ
ト
カ
ム

長
期

ア
ウ
ト
カ
ム

イ
ン
パ
ク
ト

高 齢 者 が 住 み 慣 れ た 地 域 で 安 心 し て 暮 ら し て い る

ど
こ
に
働
き
か
け
る
か

（
資
源
）

ど
う
動
き
出
す
か

（
活
動
）

あ
り
た
い
姿

（
社
会
へ
の
影
響
）

ま
ず
ど
う
な
る
の
か

（
活
動
目
標
）

何
が
変
わ
る
の
か

（
成
果
目
標
）

被 保 険 者

（ 高 齢 者 ）

家 族

介 護 者

地 域事 業 所

地
域
の
要
支
援
・
要
介
護
高
齢

者
に
対
す
る
関
わ
り
・
関
心
を

持
ち
、
支
え
合
う
機
運
が
高
ま

る

「 地 域 共 生 社 会 の 実 現 」 各 種 施 策 の 実 施

自
ら
の
老
後
に
備
え
る
必
要
性

を
感
じ
、
前
も
っ
て
考
え
る
機

会
を
持
つ

今
後
の
生
き
方
を

前
も
っ
て
選
択
し
、

準
備
す
る
住
民
が
増
え
る

日
々
の
変
化
や
今
後
予
測
さ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
専
門
職
に
気

軽
に
相
談
で
き
る

業
務
効
率
化
と
介
護
人
材
の
確

保
・
定
着
に
取
り
組
む

在
宅
介
護
に
お
い
て
必
要
な
制

度
、
知
識
、
技
術
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る

K
P

I①

本
人
と
家
族
介
護
者
の
関
係
性

が
安
定
す
る

地
域
ケ
ア
会
議
や

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
で
、
多

職
種
で
支
援
方
針
が
共
有
さ
れ
、

重
症
化
・
重
度
化
の
リ
ス
ク
管

理
が
充
実
す
る

地
域
の
要
支
援
・
要
介
護
高
齢

者
の
支
援
に
関
わ
る
地
域
住
民

が
増
え
る

K
P

I⑥

地
域
の
中
で
虚
弱
な
高
齢
者
へ

の
関
心
が
高
ま
り
、
相
互
の
支

え
合
い
が
生
ま
れ
る

要
介
護
高
齢
者
を
支
え
る
地
域

の
力
が
高
ま
る

K
P

I⑦

本
人
の
尊
厳
が
守
ら
れ
、
本
人

の
意
欲
や
生
き
る
力
が
引
き
出

さ
れ
、
自
分
の
意
思
を
周
囲
に

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
支
援
者
が
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
る
）

認
知
症
に
な
っ
て
も
要
介

護
状
態
に
な
っ
て
も
、
本

人
が
希
望
す
る
な
じ
み
の

関
係
の
中
で
ケ
ア
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る

K
P

I⑧

要
介
護
高
齢
者
と
家
族
介
護
者

を
、
人
生
の
最
期
ま
で
支
え
る

ケ
ア
技
術
が
向
上
す
る

本
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
ケ
ア

を
選
択
で
き
る

専
門
職
が
仕
事
へ
の
誇
り

を
持
ち
、
専
門
職
人
材
の

確
保
が
で
き
る

高
齢
者
を
支
え
る
社
会
資

源
が
充
実
し
、
暮
ら
し
の

中
で
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る

認 知 症 の 人 や 要 介 護 高 齢 者 が 住 み 慣 れ た 地 域 で

安 心 し て 介 護 ・ 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し な が ら 暮 ら し て い る

支 え る 側 支 え ら れ る 側 で は な く 「 と も に 支 え 合 う 」 社 会 の 実 現

必
要
な
医
療
・
介
護
等
専
門
的

支
援
を
受
け
入
れ
る

支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
や

家
族
の
想
い
を
関
係
者
間
で
共

有
し
な
が
ら
支
援
す
る

要
介
護
者
の
生
活
機
能

が
維
持
さ
れ
る

K
P

I②

家
族
介
護
者
の
負
担

軽
減
が
図
ら
れ
る

K
P

I③

介
護
人
材
が
確
保
さ
れ
て
い
る

K
P

I④

K
P

I⑤

目
指
す
姿

２
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本計画では、これまでの取組みの進捗状況や社会情勢の変化を踏まえ、第 8 次計画の取

組みの内容を踏襲しつつ、基本理念の実現に向けて以下の 5 つの基本目標に沿って、具体

的な取組みを体系的に整理し、本町の高齢者保健福祉を推進します。 

 

【基本目標１】 

【基本目標２】 

【基本目標３】 

【基本目標４】 

【基本目標５】 

高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 
 

高齢者の健康づくりと介護予防の推進 
 

認知症の予防と共生の推進 

高齢者の安全・安心な生活環境の充実 

地域包括ケアシステムの強化と地域マネジメントの推進 

健
康
維
持

フ
レ
イ
ル

要
支
援

１
・
２

要
介
護

１
・
２

要
介
護

３
～
５

65歳～ 75歳～ 85歳～

基本目標１
「高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進」

基本目標３
「認知症の
予防と

共生の推進」

基本目標２
「高齢者の健康づくりと介護予防の推進」

積極的に社会参加し、一次的な病気や心身機能の低下に
よる入退院があっても、元の暮らしに戻ることができる

できるだけ、なじみの関係性や環境の中で
最期まで望むケアを受けられる

回復・改善

基本目標４「高齢者の安全・安心な生活環境の充実」

基本目標５「地域包括支援センターの機能強化と地域マネジメントの推進

回復・改善

目指す姿①
高齢者が健康でいきいきとくらしている

目指す姿②
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる

心身機能低下
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【基本目標１】 

 

【主要施策】 

 

 

 

 

 

高齢者が生きがいを持って社会参加や交流ができるよう、「e スポーツによる地域コミュ

ニティ活性化事業」をはじめ、新型コロナウイルス感染症拡大で活動が停滞した老人クラ

ブやサロン活動への支援の充実を行うとともに、生きがいづくりやボランティア活動に関

心を持ち参加意欲を高め、参加のきっかけとなるような地域コミュニティの活性化や広報

啓発活動を推進し、参加者の拡充を図ります。 

地域において介護予防に取り組むボランティアを養成することにより、地域活動の促進

を図り、介護予防サポーターについては、令和元年度から開始した「広川町介護予防サポ

ーターポイント事業」に加え、サポーターがやりがいを感じ楽しく活動できるよう学習会

や講座を開催します。 

また、シルバー人材センター等との連携により、高齢者の生きがいに結びつく地域貢献

と就労の場の拡充を目指します。 

  

①高齢者の生きがいづくりにつながる社会参加と交流の場づくり 

 

②地域での介護予防活動を支援する人材の育成と活用 

 

 

高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進 
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【基本目標２】 

 

【主要施策】 

主要施策 

 

 

 

 

高齢者の健康増進・介護予防に向けた取組みとして、これまで行ってきた介護予防教室

については、評価や効果を検証し社会福祉法人やリハビリテーション等の専門職との連携

を図りながら、内容の見直しや改善を行うことでより効果的な教室を開催し、多くの人に

参加したいと思われるような開催方法や内容を企画し、参加者の拡充と推進を図ることに

より、高齢者の健康づくりと介護予防を推進します。 

また、要介護状態になる可能性のある対象者を把握し、介護予防の啓発等の取組みを進

めるとともに、生涯を通じて健康で、できる限り介護を必要とせずいきいきと過ごせるよ

う、健康づくりと介護予防を一体的に推進します。 

特に、団塊の世代が 75 歳を迎える中、介護予防サポーターが担い手となった通いの場

を推進し、保健事業と介護予防の一体的実施によりフレイル状態にある高齢者を「見つけ

る・つなげる・支える」支援体制を充実していきます。 

高齢者の熱中症・感染症対策については情報提供や啓発活動を計画的に実施します。 

  

①健康増進と介護予防の取組みの強化と推進 

②保健事業と介護予防の一体的実施の推進 

 

高齢者の健康づくりと介護予防の推進 
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【基本目標３】 

 

【主要施策】 

 

令和5年6月に「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、

施策を総合的に推進する」認知症基本法が成立し、認知症の人を含めた国民一人ひとりが

その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する

活力ある社会（＝共生社会）の実現を推進することになります。認知症基本法では、国・

地方公共団体は、基本理念にのっとり、認知症施策を策定・実施する責務を有し、国民は、

共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関す

る正しい理解を深め、共生社会の実現に寄与するよう努めるとされています。 

今後、増加すると予測される認知症の人やその家族を支えていくためには、医療や介護

等関係機関の連携を強化し、早期発見・相談体制の充実、地域における見守り活動の推進

等幅広い支援が必要となります。本町では、認知症ケアパスの普及を含めた認知症相談窓

口の認知度向上、認知症カフェの設置の推進、チームオレンジ※の設置による認知症の人の

意思決定に基づく本人支援に取り組みます。（※印のある用語は、P112 の用語集に用語の

解説を掲載しています。） 

さらには、認知症初期集中支援チームの活動から抽出された地域課題を、地域ケア会議

において検討するなど、認知症に関する情報の集約・周知広報から、認知症高齢者への個

別支援までを総合的に展開します。加えて、成年後見制度の利用促進とあわせて、市民後

見人の育成や、段階的・計画的な権利擁護※支援の地域連携ネットワークの構築を図るとと

もに、住民に対する広報・普及活動、高齢者虐待の対応窓口、虐待防止に関する制度など

の住民への周知・啓発に努めます。（※印のある用語は、P111 の用語集に用語の解説を掲

載しています。）  

認知症の予防と共生の推進 

③認知症医療・ケア・介護サービス・介護者への支援の推進 

②認知症予防の推進 

 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援、 

社会参加支援の推進 

①認知症の理解と普及啓発、本人支援の推進 
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【基本目標４】 

 

【主要施策】 

主要施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で生活する高齢者の見守りと支え合い活動の推進及び生活支援の体制づくりを行う

ことにより、地域支え合いのまちづくりを推進するとともに、高齢者の在宅生活継続のた

めの支援として、高齢者福祉事業を推進し、専門的な支援を必要とする人への支援体制の

充実により、安心して暮らし続けられるまちづくりを目指します。 

少子高齢化社会において「公助」だけでは、第 2 期広川町地域福祉計画の基本目標にも

あるように、『だれもが安心して健やかに暮らし続けていけるまちづくり』の実現は難しく

なっているため、「自助・互助・共助・公助」の４つの助け合いによる地域づくりを目指し

ます。特に、移動店舗販売を民間事業者と協定を締結して取り組むなど、民間事業者と連

携した生活支援の体制づくりを推進していきます。 

高齢者等ＳＯＳネットワーク事業の周知を行い、高齢者が地域において安心して暮らし

続けられる環境の整備を図り、災害時や緊急時に的確にかつ迅速に対応できるよう、高齢

者あんしんコール事業や救急医療情報キットの配布等の福祉支援を推進するとともに、関

係機関や関係団体、各行政区と連携し、日頃からの見守り体制の構築に努めます。 

  

①高齢者の在宅生活継続のための支援 

②生活支援の体制づくり 

 

 ③地域の見守りと支え合い 

④高齢者の住まいと安心して暮らせる環境の整備 

 

 

高齢者の安全・安心な生活環境の充実 

⑤高齢者の権利擁護と虐待防止の推進 

① 認知症高齢者の支援体制の充実 
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【基本目標５】 

 

【主要施策】 

 

高齢者が、要介護状態になっても自分が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくこ

とができるよう、あるいは、住み慣れた場所で必要なサービスを受けることが出来るよう

関係機関が連携し、一体的なサービスが提供できるように「地域包括ケアシステム」の強

化を目指します。 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として位置づけ

られています。高齢者の総合相談支援や権利擁護など地域包括支援センターの役割を強化

するとともに、関係機関と連携を図り、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組みま

す。 

地域包括ケア推進会議を中心として、個別地域ケア会議、高齢者等生活支援体制整備協

議会、在宅医療・介護連携推進協議会の充実を図ることで、広川町における多職種・多機

関連携を促進し、地域課題の把握から課題解決に向けた施策形成の機能を発揮できるよう

機能強化を図ります。 

また、団塊の世代が後期高齢者に入る中、要支援・要介護認定者の増加、認知症高齢者

の増加、医療・介護の連携、地域ケア会議の推進など地域包括ケアの中核を担う地域包括

支援センターの役割は増加していくことから、体制整備を図ります。 

 

 

  

地域包括ケアシステムの強化と地域マネジメントの推進 

①2040 年を見据えた地域包括支援センターの機能強化と事業推進 

 

②在宅医療・介護連携の推進 

 

 ③地域ケア会議の推進 
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本町では、団塊の世代が 75 歳に入り、75 歳から 84 歳の人口が増加していくことで、要

支援・要介護認定者の増加が見込まれます。今後増加する 75 歳から 84 歳の介護予防対策

を重点施策と位置づけ、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施と連動した介護予防・

日常生活支援総合事業の提供体制の構築・拡充を図っていきます。 

具体的には、国が提供する一体的実施・KDB 活用支援ツールを活用して高齢者保健事業

対象者を抽出して、専門職がアウトリーチ※を行うことによって、高齢者の生活習慣病重症

化や骨折による入院から新たな介護が必要となることを予防します。（※印のある用語は、

P111 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 

さらに、専門職のアウトリーチにより、新型コロナウイルス感染症拡大で顕在化したフ

レイル状態にある高齢者を「見つける・つなげる・支える」体制を充実することで、高齢

者が要介護状態となることをできる限り遅らせ、住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

ことができる仕組みを構築します。特に、フレイルを予防し、フレイル状態にある高齢者

を地域で支えるために、地域の通いの場の拡充に取り組みます。通いの場参加者の生活機

能等を定期的に評価し、効果を見える化することで、住民主体の通いの場の継続運営に向

けた動機づけを実施します。 

広川町介護予防、自立支援・重度化防止の全体像

高

低

住民主体・
ボランティア

（自助・互助）

専門的・
行政サービス
（共助・公助）

サービスの性質

一般高齢者

要支援１～２

要介護１～５

介護保険サービス

予防給付
サービス

総合事業対象者

介護予防・生活支援サービス
現行相当通所介護

通所A・訪問A

通所型C

地域の趣味活動
老人クラブ

一般介護予防事業

高齢者福祉
サービス

・配食サービス
・高齢者あんし
んコール
・外出支援サー
ビス
・緊急医療情
報キット配布

など

介護予防サポーター
養成講座

介護予防普及啓発事業
地域介護予防活動支援事業
地域リハビリテーション活動支援事業
介護予防把握事業
一般介護予防評価事業

多様な通いの場
ふれいあいいきいきサロン

保健事業と介護予防
の一体的実施

介
護
の
必
要
性

フ
レ
イ
ル

高
齢
者
の
接
続

フ
レ
イ
ル

高
齢
者
の
接
続

生
活
習
慣
病
重
症
化
等
に
よ
る
入
院
予
防

一体的実施・KDB活用支援ツールによる
高齢者保健事業対象者の抽出と

専門職によるアウトリーチ

シルバー人材センター

現行相当訪問介護

通所B・訪問B
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高齢者が住み慣れた地域で安心して健やかに暮らし続けていける
まちづくり

基本理念

【主要施策】

認知症の予防と
共生の推進

基
本
目
標
③

１．認知症の理解と普及啓発、本人支援
の推進

２．認知症予防の推進
３．認知症医療・ケア・介護サービス・

介護者への支援の推進
４．認知症バリアフリーの推進・若年性

認知症の人への支援、社会参加支援
の推進

高齢者の
安全・安心な
生活環境の充実

基
本
目
標
④

１．高齢者の在宅生活継続のための支援
２．生活支援の体制づくり
３．地域の見守りと支え合い
４．高齢者の住まいと安心して暮らせる

環境の整備
５．高齢者の権利擁護と虐待防止の推進

高齢者の健康づくり
と介護予防の推進

基
本
目
標
②

１．健康増進と介護予防の取組みの
強化と推進

２．保健事業と介護予防の一体的実施
の推進

１．高齢者の生きがいづくりに
つながる社会参加と交流の場づくり

２．地域での介護予防活動を支援する
人材の育成と活用

高齢者の
生きがいづくりと
社会参加の推進

基
本
目
標
①

地域包括ケアシステム
の強化と

地域マネジメント
の推進

１．2040年を見据えた
地域包括支援センターの機能強化と
事業推進

２．在宅医療・介護連携の推進
３．地域ケア会議の推進

基
本
目
標
⑤

【目指す姿】

高
齢
者
が
健
康
で

い
き
い
き
と
暮
ら
し
て
い
る

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
る
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第 1章 基本目標による施策展開 

１．高齢者の生きがいづくりにつながる社会参加と交流の場づくり 

（１）高齢者の生きがいと健康づくり促進事業 

◆内容 

高齢者が、家庭や地域などで豊かな経験と知識・技能を活かして社会参加をすること

により、生きがいづくりと健康づくりの促進を図るため、地域に貢献・活躍する担い手を

養成し、普及啓発活動を行います。 

◆実績 

感染症対策を講じたうえで、高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、担い手

となる活動者の養成講座、高齢者の生活の質の向上や社会参加を促進することを目的と

しており、令和 5 年度にはスマホ講座を実施しました。 

◆今後の取組み 

令和 6 年度以降は生活支援コーディネーター事業として、高齢者の社会参加による地

域とのつながりを図るとともに、生きがいづくりと健康づくりを促進し、介護予防の担

い手を養成するため、シニア世代を対象に生きがいと健康づくりにつながる講座を開催

していきます。 
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（２）老人クラブ活動支援事業 

◆内容 

高齢者の豊富な経験と知識を活かし、多様な社会活動への参加を進めるとともに、地

域社会に貢献し生きがいを求め、心身の健康と友愛と奉仕を基本として福祉増進に寄与

し、明るい長寿社会を創ることを目的に実施される老人クラブ連合会の活動を支援しま

す。 

◆実績 

区分 【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

老人クラブ数 28 28 28 28 28 28 

会員数（人） 2,060 1,968 1,885 1,900 1,900 1,900 

広川町老人クラブ連合会は、これまでの社会経験から培った知識・技能・生活の知恵な

どを地域社会で活かしながら、積極的な事業展開を行っています。全国的な傾向と同様、

本町でも高齢者人口の増加にもかかわらず会員は減少しており、若手高齢者や未加入者

を会員として迎える取組みが重要な課題となっています。 

◆今後の取組み 

高齢者等実態調査では、老人クラブに加入しない理由で多かったのは「仕事をしてい

る」でした。定年の延長等により就労している高齢者が増加しています。そのため、就労

中の高齢者に対して、老人クラブの活動を啓発する必要があります。今後も、老人クラブ

の活動や運営の支援を行い、高齢者の生きがいづくりや活躍の場の創出のため、老人ク

ラブ連合会や広川町社会福祉協議会と連携しながら事業を推進していきます。 
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（３）シルバー人材センターの運営支援 

◆内容 

シルバー人材センターは、「自主・自立・共働・共助」の理念に基づき、高齢者が働く

ことを通して生きがいを得るとともに、地域社会に貢献することを目的としています。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

登録会員数（人） 103 106 115 

平均年齢（歳） 73.8 74.7 73.7 

就業率（％） 87.3 82.1 90.4 

（※シルバ―人材センター総会資料より） 

 

本町は、八女広域シルバー人材センターに加入しており、シルバー人材センターの会

員数は増加しました。会員は、個々の知識や技能を活かして、就業やボランティア活動に

よる社会参加をすることで、健康で生きがいのある生活の実現と地域社会の福祉の向上

に貢献しています。 

◆今後の取組み 

前期高齢者は減少傾向にありますが、今後も、会員の確保や地域社会の福祉の向上に

貢献する新たなサービスの創設などに取り組むことができるよう、シルバー人材センタ

ーと連携し支援を行っていきます。 

 

 

  



 

66 

（４）高齢者いきいきサロン活動支援事業 

◆内容 

各行政区が主体となって公民館において、高齢者の介護予防及び閉じこもりや孤独感

の解消を目指した活動です。高齢者が公民館に集い、レクリエーションや健康体操等を

通じて、閉じこもり防止や地域とのつながりを維持し、生きがいと健康づくりを図る地

域サロン活動を支援します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

サロン数 22 26 27 27 28 29 

実施回数（回） 84 191 300 300 310 320 

公民館等において実施されるサロン活動を自主的に運営する団体を支援しました。平

成 24 年度から広川町社会福祉協議会が各団体への助成を開始し、令和元年度からは町か

らも助成を始めています。 

新型コロナウイルス感染拡大のため、一時期活動を休止しましたが、現在は活動を再

開し、参加者も感染拡大前の状態に戻っています。 

また、開催していない行政区への実施に向けた支援や、地域の担い手となる高齢者の

育成が課題となっています。 

◆今後の取組み 

新型コロナウイルス感染症拡大により、外出を控える高齢者が増加しました。また、参

加者の高齢化や参加者の固定化といった問題が挙げられています。サロンを開催してい

る行政区については、開催頻度の増加に向けた働きかけを行うとともに、開催していな

い行政区へのサロン立ち上げに向けた支援を行い、関係機関と連携を図りながら活動を

継続できるように、担い手となる後継者への働きかけを進めていきます。 
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（５）長寿祝い記念事業 

◆内容 

長寿を記念して、老人週間（９月 15 日から 21 日）に、喜寿（77 歳）、米寿（88 歳）

及び 100 歳以上の高齢者を対象に記念品を贈呈し敬老の意を表すとともに福祉の増進を

図ります。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和 6年度 

77歳（人） 206 149 212 － 

88歳（人） 116 107 117 122 

100 歳以上（人） 22 22 21 32 

長寿祝記念品として、本町に居住する満 77 歳、満 88 歳及び 100 歳以上の高齢者に、

それぞれ商品券を贈呈しました。 

◆今後の取組み 

令和 6 年度以降の事業については、平均寿命及び健康寿命の延伸に伴い、令和 5 年度

を最後に 77 歳の高齢者への贈呈は廃止しました。今後も、多年にわたり社会に貢献され

た高齢者の方々に敬意を表すとともに、その長寿を祝福することにより、敬老意識の高

揚を図っていきます。 
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（６）e スポーツによる地域コミュニティ活性化事業 

◆内容 

e スポーツ※をコミュニケーションツールとして捉え、体験会や多世代交流イベント

で高齢者や子ども、障がい者など、それぞれの垣根を越えた交流の機会を創出し、地域

コミュニティの活性化を目的としています。また、今後の e スポーツ事業の継続・発展

を目的とした人材育成事業や、e スポーツが認知機能・心理的側面にどう作用するかを

目的とした効果測定・研究事業を実施します。（※印のある用語は、P111 の用語集に用

語の解説を掲載しています。） 

 

◆実績 

区分 
【実績見込】 【計画値】 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

e スポーツ事業参加者数

（人） 
500 500 500 500 

参加延べ人数（人） 500 1,000 1,500 2,000 

 

本事業は令和５年度より実施しており、高齢者や子ども、障がい者などを対象とし

た、年齢等を問わず気軽に楽しめるｅスポーツ体験会を行っています。 

 

◆今後の取組み 

e スポーツを多世代交流の「きっかけ」とし、高齢者や子ども、障がい者などに交流

の機会や場、出会いを創出することで、地域コミュニティの活性化を図るとともに、他

の地域活動への波及を目指していきます。 

さらに、e スポーツが心身機能へ及ぼす影響について科学的に検証し、その研究成果

を地域支援、健康増進、高齢者福祉等の施策に反映させることによって、町民への還元

を図っていきます。 
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２．地域での介護予防活動を支援する人材の育成と活用 

（１）介護予防サポーター養成事業 

◆内容 

「介護予防サポーター養成講座」では、介護予防の知識や技術を習得します。受講修了

者を「広川町介護予防サポーター」として登録しており、登録後は、通いの場等で活躍し

ています。地域において役割や生きがいを持って社会参加することにより、地域支え合い

の体制づくりを推進します。 

 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

養成講座修了者数（人） 5 9 7 10 15 20 

 

◆今後の取組み 

現在、介護予防サポーターの高齢化や新しいサポーターが増えないといった課題が挙げ

られています。介護予防サポーターは、地域における介護予防の取組の担い手として期待

されています。今後も広く周知を行い、より多くの介護予防サポーターの養成を目指して

いきます。また、定期的に連絡協議会や学習会を開催し、介護予防サポーターの情報共有

や知識・技術の習得を図っていきます。 
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（２）介護予防サポータースキルアップ育成事業 

◆内容 

介護予防サポーターの実践運営とスキルアップを図るため、拠点型の住民主体の地域

通いの場である「笑顔キラキラ教室」及び「水曜にこにこ教室」が、介護予防サポーター

の活動の場になっています。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数（回） 30 46 70 80 90 100 

参加延べ人数（人） 374 596 600 650 700 800 

平成 30 年度より介護予防サポーターによる拠点型の住民主体の地域通いの場を開催

しています。「笑顔キラキラ教室」は委託業者の協力により実施しています。 

◆今後の取組み 

介護予防サポーターの育成・スキルアップが期待されてます。今後も、関係機関と連携

を取り、介護予防サポーターの実践運営とスキルアップを図るとともに、身近な公民館

等における住民主体の地域通いの場の増設にも取り組んでいきます。 
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（３）介護予防サポーターポイント事業 

◆内容 

介護予防サポーターが社会参加や社会貢献活動を通じ、その活動に応じたポイントを

獲得することにより、自身の介護予防と生きがいを推進するとともに、地域の支え手と

して活躍できる活動づくりを推進します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

登録申請者数（人） 32 39 43 50 55 60 

令和元年度より、広川町介護予防サポーターポイント事業の登録申請した介護予防サ

ポーターが「笑顔キラキラ教室」「水曜にこにこ教室」「地域通いの場」で活動を行った場

合にポイントを付与し、ポイントに応じて広川町商工会が発行する商品券を配布してい

ます。登録申請者数は、年々増加傾向にあります。 

 

◆今後の取組み 

登録申請者は今後の増加が見込まれるため、地域における活躍の場の確保が重要です。

引き続き、介護予防サポーターが地域で社会参加するとともに自身の介護予防や生きが

いを持てるように事業を推進していきます。また、今後は介護予防サポーター活動の充

実や強化に取り組んでいきます。 
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１．健康増進と介護予防の取組みの強化と推進 

（１）貯筋体操教室 

◆内容 

運動機能や筋力の低下による要介護状態への移行を予防する事を目的としています。

一般高齢者を対象に健康運動指導士が、広川町保健・福祉センター「はなやぎの里」にお

いて毎週木曜日に、筋力向上の体操を行います。会場までの交通手段がない方は、外出支

援サービスを利用し参加することができます。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数（回） 26 35 49 50 50 50 

参加延べ人数（人） 1,140 1,376 2,250 2,300 2,400 2,500 

新型コロナウイルス感染症拡大前は毎回 80 名前後の参加者がみられましたが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため一時期教室を休止しました。再開後は参加者が減少

したものの、現在は以前の状態に戻っている状況です。 

◆今後の取組み 

令和５年に町が行った分析では、要介護状態となる原因に、「認知症」や「転倒・骨折」

が上位を占めていました。要介護状態となる「転倒・骨折」等の大きな要因の予防を重視

した教室を目指すため、今後は参加者一人ひとりの効果測定を行うとともに、教室の評

価や効果検証を行い、内容の見直しやプログラム改善を行うことで、より効果的な事業

の展開を図っていきます。 
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（２）水曜にこにこ教室 

◆内容 

住民ボランティアである養成講座を受講修了した介護予防サポーターが、ストレッチ

や筋力トレーニング、頭の体操（脳活性化プログラム、笑いヨガ）を行う、気軽に参加で

きる拠点型の住民主体の地域通いの場です。広川町町民交流センター「いこっと」で月２

回水曜日に実施します。会場までの交通手段がない方は、外出支援サービスを利用し参

加することができます。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数（回） 12 22 22 24 35 50 

参加延べ人数（人） 104 236 260 280 300 320 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一時期教室を休止しました。再開後は参

加者が減少していましたが、現在は参加者数は以前の状態に戻ってきている状況です。 

◆今後の取組み 

住民主体の通いの場として、介護予防サポーターが担い手となった介護予防教室と

なっています。今後は、参加者を増やす周知活動を行うとともに、週 1 回の開催への

移行を目指していきます。さらに、参加者一人ひとりの効果測定や教室の評価、効果

検証を行うことで、参加者や介護予防サポーターの活動継続の動機づけにつながり、

より持続的な事業の展開を図っていきます。 
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（３）笑顔キラキラ教室 

◆内容 

養成講座を受講した住民ボランティアである介護予防サポーターが、ストレッチや筋

力トレーニング、頭の体操を行う、気軽に参加できる拠点型の住民主体の地域通いの場

です。広川町町民交流センター「いこっと」で毎週火曜日に実施します。会場までの交通

手段がない方は、外出支援サービスを利用し参加することができます。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数（回） 26 46 50 52 52 52 

参加延べ人数（人） 406 596 960 980 1,000 1,020 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一時期教室を休止しました。再開後は参

加者が減少していましたが、現在は参加者数は以前の状態に戻ってきている状況です。 

◆今後の取組み 

住民主体の通いの場として、介護予防サポーターが担い手となった介護予防教室とな

っています。今後は参加者を増やす周知活動を行うとともに、参加者一人ひとりの効果

測定や教室の評価、効果検証を行うことで、参加者や介護予防サポーターの活動継続の

動機づけにつながり、より持続的な事業の展開を図っていきます。  
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（４）地域通いの場支援事業 

◆内容 

高齢者の転倒・骨折や筋力低下の予防を目的に、養成講座を受講した住民ボランティ

アである介護予防サポーターが主体となり、公民館等で介護予防運動や脳活性化プログ

ラムを実施します。介護予防だけではなく、地域住民同士の交流の場にもなっています。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施地区（地区） 5 5 5 6 7 8 

参加延べ人数（人） 491 983 1,500 2,000 2,500 3,000 

平成 30 年度に創設し、介護予防サポーターと行政区の代表者、広川町社会福祉協議会

と協働して現在 5 か所の公民館で定期的に開催しています。 

◆今後の取組み 

住民主体の通いの場として、介護予防サポーターが担い手となった各行政区の介護予

防教室となっています。今後は参加者一人ひとりの効果測定や教室の評価や効果検証を

行うことで、参加者や介護予防サポーターの活動継続の動機づけにつながり、より持続

的な事業の展開を図っていきます。 

また、未実施の行政区への立ち上げに向けた働きかけを行うとともに、地域活動の充

実と強化、普及・推進に取り組んでいきます。 
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（５）高齢者いきいき元気教室 

◆内容 

介護保険要介護（要支援）認定を受けていない 65 歳以上の人を対象に、閉じこもり予

防と自立した生活の継続を目的として、介護予防のための運動・脳トレ・レクリエーショ

ン等を楽しみながら行う通所サービスです。週 1 回の利用で、毎週月曜日から金曜日ま

で、広川町保健・福祉センター「はなやぎの里」において実施します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数(回) 242 241 240 240 240 240 

参加延べ人数（人） 4,369 3,853 4,000 4,100 4,200 4,300 

新型コロナウイルス感染症拡大前は参加延べ人数が 5,000 人を超えていましたが、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一時期教室を休止しました。再開後は参加者

が減少しており、現在も参加者が以前の状態に戻っていない状況です。 

◆今後の取組み 

参加者の中には、介護認定申請に至らず長年にわたり継続して参加している人も多く

みられ、介護予防としても効果的な事業であると考えます。今後は参加者一人ひとりの

効果測定や教室の評価、効果検証を行うことで、内容の見直しやプログラム改善につな

がり、より効果的な事業の展開を図っていきます。 
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（６）食生活改善推進事業 

◆内容 

食生活改善推進員により、高齢者が要介護状態になることを予防し、健康的で自立し

た生活を送ることができるよう、食生活の改善や指導が必要な高齢者やその家族に、調

理方法の指導・助言を行います。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

男の料

理教室 

実施回数（回） 6 12 14 16 18 20 

参加延べ人数（人） 82 88 100 110 120 130 

長生き 

教室 

実施回数（回） 0 1 5 7 9 12 

参加延べ人数（人） 0 19 110 140 170 200 

広川町保健・福祉センター「はなやぎの里」及び公民館の料理教室（男の料理教室や老

人クラブの長生き教室）の場で、食生活に関する助言及び指導を行っています。 

◆今後の取組み 

フレイル予防の観点からも重要度の高い事業です。高齢者の介護予防及び自立生活助

長のため、今後も参加者の増加や開催地の拡大を図り、高齢者が居宅において健康な生

活を送れるよう、食生活上の知識の普及・啓発を推進していきます。 
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（７）地域介護予防活動支援講師派遣事業 

◆内容 

平成 29 年度から開始した事業で、地域サロンや老人クラブの活動など、介護予防を目

的に活動を行う住民団体に対し、介護予防に関する専門的な指導を行う講師を派遣しま

す。講師による講義や実技により、地域における介護予防の取組みの拡大と地域住民活

動の促進を図ります。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

講師登録者数（人） 25 31 32 35 40 45 

派遣回数（回） 7 17 22 25 30 35 

参加延べ人数（人） 144 278 300 400 500 600 

町内に在住、もしくは町内事業所に勤務する健康運動指導士・理学療法士・管理栄養

士・介護福祉士等の専門職を講師登録し、公民館での地域サロンや老人クラブ活動等の

場へ派遣しました。 

◆今後の取組み 

今後も地域における介護予防の取組みへの支援と専門職の地域活動の促進を図ってい

きます。 
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（８）地域リハビリテーション活動支援事業 

◆内容 

地域サロンや老人クラブの活動等、住民主体の地域通いの場に対し、リハビリ専門職

を派遣し、住民の身体機能の維持・向上を図るとともに、リハビリ専門職による地域活動

を促進します。 

平成 29 年 6 月に町との介護予防の推進に関する連携協定を締結した「久留米リハビリ

テーション学院」の教員と学生により、公民館での地域サロンや老人クラブ活動等の場

で、運動指導等を行います。 

◆今後の取組み 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、計画通りの実施ができていない状況ですが、

今後は実施方法の見直しを図る必要があります。 

 

（９）聞こえにくさに関する普及啓発 

◆内容 

聴力の低下はゆっくり進むため、自分では自覚がない人もいます。聴力は加齢ととも

に衰え、難聴は認知症の危険因子の 1 つと考えられています。 

本町では、高齢者福祉ガイドブックに高齢者のための「聞こえのセルフチェック」を掲

載し、聞こえにくさに関する普及啓発を図ります。 

 

◆今後の取組み 

高齢者等実態調査で町民の約 2 割に聞こえにくさを感じている人がおり、聞こえにく

さを感じている人の 3 人に 2 人は補聴器を使用していませんでした。今後は、地域にお

ける健康教室等の機会を活用して、聞こえにくさに関する普及啓発を行っていきます。 
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２．保健事業と介護予防の一体的実施の推進 

高齢者の生活習慣病等の重症化予防 

◆内容 

国保データベース（ＫＤＢ）※システムから抽出した支援が必要な対象者に対して、医

療専門職が個別支援を行うことで、心身機能低下の予防及び生活習慣病等の重症化予防

等を図ります。個別支援の結果、フレイル状態を呈する人については、介護予防への接続

を図ります。（※印のある用語は、P111 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 

 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ウォーキングなどの 

運動を週 1回以上し

ている後期高齢者の

割合（％） 

63.8 59.4 57.0 59.0 61.5 64.0 

長寿健診受診率

（％） 
8.6 10.2 12.0 13.0 14.0 15.0 

保健師、管理栄養士、看護師等の専門職が、生活習慣病重症化予防の対象者や健康状態

不明者にアプローチを行っています。 

◆今後の取組み 

国保データベース（KDB）システムを活用した対象者抽出、医療専門職の個別支援に

よって、生活習慣病の重症化を予防するとともに、フレイル状態を呈する高齢者への個

別支援を行っていきます。今後、団塊の世代が 75 歳以上に移行することからも、団塊の

世代を重点的に、個別支援の取組みを進めていきます。 
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通いの場への積極的な関与 

◆内容 

通いの場等に医療専門職が関与することにより、フレイルに関する普及啓発や生活習

慣病の重症化予防・フレイル予防等の支援を行い、必要に応じて医療への受診勧奨や地

域包括支援センターや介護予防事業等の必要なサービスにつなぎます。 

 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

関与した通いの場の実数 

（ヶ所） 
5 5 5 6 7 8 

関与した高齢者の実数 

（人） 
118 127 130 135 140 145 

保健師、作業療法士、看護師等の専門職が、1 か所の通いの場につき、月１回の介入を

行っています。 

◆今後の取組み 

通いの場参加者のうち、長寿健診未受診者、治療中断者やフレイルを呈する高齢者に

は、保健師、作業療法士、看護師等の専門職による支援を行っていきます。 

適正受診・適正服薬に関する啓発やフレイルに関する普及啓発など、これまでの通い

の場への関与を継続するとともに、今後は関与する通いの場の拡大を図っていきます。  
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１．認知症の理解と普及啓発、本人支援の推進 

（１）認知症施策総合推進事業 

◆内容 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、国や県・町の認

知症施策を推進するため、地域における医療及び介護の連携強化を図り、認知症の人及

びその家族に対する支援体制の構築を推進します。 

 

ア） 認知症地域支援推進員の設置 

認知症の人を地域で支え、地域で見守る意識を高めるための正しい知識の普及を図る

とともに、医療や介護等の関係機関との連携を図り、認知症の人とその家族を支援する

体制づくりを行っており、広川町社会福祉協議会に１名配置しています。 

 

イ） 認知症キャラバン・メイトの養成 

認知症キャラバン・メイト養成研修を受講した後、認知症サポーター※を養成する認知

症キャラバン・メイトとして活動しています。「認知症サポーター養成講座」を開催し、

講師役を務める認知症キャラバン・メイトを養成するとともに、認知症キャラバン・メイ

ト連絡協議会を定期的に開催し、情報の共有とネットワークの構築を図ります。（※印の

ある用語は、P112 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 

 

ウ） 認知症サポーターの養成 

認知症サポーター養成講座を受講し、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、小中

学校や民生委員・児童委員、職域で認知症の人とその家族に対し、できる範囲で手助けを

する「認知症サポーター」を養成します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認知症地域支援推進員配置

（人） 
1 1 1 1 1 1 

認知症キャラバン・メイト（人） 34 33 36 38 40 42 

認知症サポーター延べ人数

（人）（ｷｯｽﾞｻﾎﾟｰﾀｰを含む） 2,488 2,907 3,200 3,500 3,800 4,100 
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◆今後の取組み 

子どもから高齢者まで、身近な生活の場において、認知症について正しく理解する地

域の人を増やし、認知症の人とその家族が生活しやすい環境づくりの推進を図っていき

ます。 

（２）認知症カフェ運営事業 

◆内容 

認知症の人やその家族、地域住民を対象に認知症に関する正しい知識の啓発、家族介

護負担の軽減、参加者同士の交流を図ります。認知症の人が住み慣れた地域で安心して

尊厳ある生活を継続できるよう正しい知識の普及啓発を行うとともに、家族の介護負担

の軽減を図るため、認知症の人とその家族、地域住民など誰もが参加でき、集うことがで

きる「認知症カフェ」を開催します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数（回） 9 12 12 12 12 12 

参加延べ人数（人） 33 51 100 120 160 190 

月に１回、広川町保健・福祉センター「はなやぎの里」において、なのはなカフェ（認

知症カフェ）を開催しています。高齢化の進展とともに認知症の増加が見込まれており、

正しい知識の普及・啓発とともに認知症の人やその家族及び地域住民が集い支え合う取

組みを推進していく必要があります。 

◆今後の取組み 

今後も、認知症の人やその家族、地域住民が集い・語らい・支え合う場として、認知症

カフェを継続して開催するとともに、認知症カフェの運営を通じて、認知症に関する相

談窓口の認知度向上を図っていきます。 

また、認知症カフェに参加する認知症の人への支援として、チームオレンジの設置な

ど認知症の人の意思決定支援の取り組みを検討していきます。 
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２．認知症予防の推進 

（１）認知症の予防についての理解の促進 

◆内容 

令和元年度に示された認知症施策推進大綱では、「認知症はだれもがなりうるものであ

り、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、多くの人にとって身近なものとな

っている。認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる

社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪

として施策を推進していく」とされています。 

認知症予防とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのをできる

限り遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味であることを、町民

に対して普及啓発を行っています。認知症になっても安心して暮らせる「予防」と「共

生」を車の両輪として、町民への普及啓発を推進します。 

 

◆今後の取組み 

今後、高齢化が進む中、認知症の人は増加することが見込まれており、認知症予防の普

及啓発が重要となってきます。本町で実施している様々な事業を通じて、認知症予防の

普及啓発を推進していきます。 

また、認知症の症状がない本人・家族に対して、認知症予防の普及啓発の機会を通し

た、認知症相談窓口の認知度向上を図っていきます。 
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３．認知症医療・ケア・介護サービス・介護者への支援の推進 

（１）認知症ケアパスの普及・推進と認知症相談窓口の認知度向上 

◆内容 

認知症の人とその家族が、できる限り住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし

続けるため、認知症の状態に応じた適切な医療・介護サービスを利用することができる

よう認知症地域支援推進員と関係機関が協力し、認知症相談窓口の周知やサービス提供

の流れをわかりやすくするために、広川町認知症支援ガイドブック（認知症ケアパス）を

作成します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認知症相談窓口 

を知っている割合（％） 
26.3 30.6 29.2 30.0 30.0 33.0 

本人・家族に認知症の症状

がない人で認知症相談窓口 

を知っている割合（％） 

― ― 26.9 ― ― 30.0 

 

◆今後の取組み 

今後も、認知症の人が、地域で暮らし続けられる環境づくりが必要となるため、新しい

情報を常に住民に周知できるよう認知症ケアパスの見直しを行い、推進していきます。 

また、認知症支援ガイドブックの活用を含めて、認知症相談窓口の認知度向上への取

組みを推進していきます。 
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（２）認知症初期集中・ケア向上事業 

◆内容 

早期診断・早期対応を軸に、「本人主体」を基本とした医療・介護等の有機的連携によ

り、認知症の症状の変化に応じて、適時・適切に切れ目なく、その時の容態にもっともふ

さわしい場所で医療・介護等が提供される循環型の仕組みを実現するための取組みを推

進します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

チーム会議開催数（回） 11 7 12 12 12 12 

対応事例数（件） 0 0 3 4 6 7 

平成 29 年 4 月に「認知症初期集中支援チーム」を設置しており、認知症が疑われる人

やその家族に対し、認知症早期診断・早期対応のため、認知症サポート医を中心に、支援

内容を検討した上で、医療と介護の専門職が個別訪問し、適切な医療や介護を受けられ

るように包括的・集中的に支援を行っています。 

◆今後の取組み 

今後も、認知症やその疑いがある人に対し、初期支援を行い、関係機関と連携を図りな

がら、切れ目のない支援を行っていきます。 
 

 

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援、社会参加支援の

推進 

認知症は、一般的に高齢者に多い病気ですが、65 歳未満で発症した場合、「若年性認知

症」とされます。若年性認知症は、働き盛りの世代で発症するため、本人だけでなく、家

族の生活への影響が大きくなりやすい特徴があります。さらに、本人や配偶者の親の介護

が重なることもあり、介護の負担が大きくなります。若年性認知症は社会的にも大きな問

題ですが、企業や医療・介護の現場でもまだ認識が十分ではありません。 

本町では、認知症支援ガイドブック（認知症ケアパス）を活用して、若年性認知症につ

いての啓発を行うとともに、福岡県若年性認知症サポートセンターの周知など、若年性認

知症の人が受けられる制度や支援についての周知を図ることで、若年性認知症の人の社会

参加支援を推進していきます。 
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１．高齢者の在宅生活継続のための支援 

（１）配食サービス事業 

◆内容 

食の確保や調理が困難な一人暮らしの高齢者や高齢世帯を対象に、安否確認を兼ねて

弁当を配達することで在宅での自立した生活の継続を支援します。事前アセスメントに

より対象者の自立度に応じた利用回数を決定し、食の確保と健康増進を図り、安否確認

を行うことで、在宅での生活の継続を支援します。 

 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用実人数 

（年度末）（人） 
29 42 55 60 65 70 

配食数（年間）（食） 5,505 6,376 7,800 9,000 10,200 11,400 

利用者数は、年々増加傾向にあり、令和 3 年度は 29 名、令和 4 年度は 42 名でした。

増加の背景には高齢化や高齢世帯の増加もうかがえますが、新規申請の理由には、運転

免許証返納により買い物ができなくなったことや、持病があっても在宅生活を希望する

ケースが多くみられました。 

◆今後の取組み 

今後は、配食サービスによる自立意欲の低下や引きこもりの助長を防ぐため、利用者

に対し定期的なアセスメントを実施し、一人ひとりの生活状況に応じた適切な利用回数

の調整を行っていきます。 

また、これからも在宅生活者の高齢化が進んでいくことが予想されるため、軟食やキ

ザミ食、減塩食等に関するニーズの把握と対応を行っていきます。 
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（２）生活管理指導員派遣事業 

◆内容 

介護保険要介護（要支援）の未認定者で、身体上又は精神上の障がいがあり、日常生活

を営むのに支障がある高齢者に対し、定期的に生活管理指導員（ホームヘルパー）を派遣

し、日常生活に関する支援や指導を行い、自立した在宅生活の継続を支援します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用実人数（年度末）

（人） 
8 6 10 12 15 20 

派遣延べ件数（年間）

（件） 
201 197 250 270 300 350 

日常生活に関する支援や指導、自立した在宅生活の継続を支援しています。主な申請

理由は「高齢による体力や意欲の低下」「一人暮らしになった」「持病の悪化」などです。

利用者の能力に応じた支援や指導に加え、自立意欲を促す働きかけも行っています。そ

の結果、利用者の体力回復や自立につながり利用廃止となったケースもあります。 

◆今後の取組み 

今後も社会福祉協議会との情報共有や連携を図りながら、利用者の自立した在宅生活

の継続を支援できるよう、一人ひとりの生活状況や能力に応じた適切な支援内容を計画

しながら事業を推進していきます。 
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（３）外出支援サービス 

①介護予防教室へのふれあいタクシーの利用補助 

◆内容 

自身での交通手段がなく、家に閉じこもりがちな高齢者及び要介護状態になるおそれ

のある高齢者が、貯筋体操教室等の介護予防事業に参加する際に利用する「ふれあいタ

クシー」の利用補助を行います。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数 64 104 120 130 140 150 

延べ利用人数 932 1,588 1,670 1,750 1,850 2,000 

介護予防事業に参加するための送迎が必要な人を対象に、自宅もしくは自宅付近から

事業実施場所までの送迎を実施し、利用費用の一部を補助しています。 

◆今後の取組み 

高齢化が進行する中、乗り降りに介助が必要となり外出が困難となる高齢者が増加傾

向にあります。そのため、日頃から介護予防に取り組むための環境づくりを推進してい

くとともに、乗り降りの介助などの生活支援の体制づくりにも取り組んでいきます。 

 

②地域助け合い活動車両の貸出し 

◆内容 

公民館で行われる地域サロン活動や行政区の行事等に参加するための交通手段がない

人の送迎のため、地域へ町が所有する車を貸し出します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数 48 47 60 60 60 60 

（うち社協分） 48 47 48 48 48 48 

現在、高齢者の買い物支援や公民館で開催されている地域サロン活動への送迎に車両

を貸し出していますが、地域によっては、運転手等担い手の確保が課題となっています。 
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◆今後の取組み 

車両貸出については、町の貸出事業に加えて社会福祉法人等が地域貢献として福祉車

両の貸出事業ができないか検討を進めていきます。また、地域との情報共有を行いなが

ら担い手の育成を図り、地域支え合いの体制づくりを推進していきます。 

 

③運転免許証自主返納支援 

◆内容 

70 歳以上で有効期間内にある運転免許証を自主返納した人、または町長が自主返納が

相当と認める人を対象に、タクシーの利用券 2 万円分を交付します。 

◆今後の取組み 

運転免許返納後に、閉じこもり傾向に陥ることが考えられるため、上記制度の周知を

図っていきます。 

 

（４）家族介護用品給付事業 

◆内容 

要介護高齢者を自宅で介護する介護者の心理的・経済的負担の軽減と、要介護高齢者

の在宅生活継続を図るため、町内に居住し、要介護２以上に認定された住民税非課税の

高齢者を在宅で介護している家族に対して、介護用品と引き換えができる給付券を介護

者に支給します。対象商品は、紙おむつや尿取りパッド以外にも口腔ケア用品・ドライシ

ャンプー・使い捨て清拭タオルや介護用シーツ・消臭剤なども対象です。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実人員（年度末） 25 36 52 60 70 80 

介護度別 

要介護２ 8 16 22 25 29 33 

要介護３ 2 8 19 20 23 26 

要介護４ 10 8 9 12 14 16 

要介護５ 5 3 2 3 4 5 

要介護 2 及び 3 の利用者が年々増加傾向にあり、在宅介護者が増えてきている現状が

うかがえます。 
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◆今後の取組み 

現在、国・県の補助金を活用して事業を進めております。今後も、町単独事業となって

も継続して行う必要があると考えられます。 

介護者の心理的・経済的負担の軽減と、要介護高齢者の在宅生活継続を図るため、本事

業を継続して実施していきます。 

 

（５）家族介護教室 

◆内容 

在宅で高齢者を介護している人、今後介護をする可能性がある人、介護に関心がある

人を対象に、介護に関する知識・技法、介護予防や介護者の健康づくり、介護者同士の交

流を目的とする教室を開催します。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数（回） 2 2 5 5 5 5 

参加者延べ人数（人） 16 45 50 55 60 65 

身体介護の技術や栄養に関する知識、福祉用具等について学ぶとともに、同じ悩みを

抱える家族同士の情報交換の場にもなっています。 

◆今後の取組み 

高齢者が要介護状態となっても、在宅において自立した生活を営むためには、介護者

同士の情報交換や介護に関する知識の向上が必要となるため、関係機関と連携を図りな

がら事業の充実に努めていきます。 
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（６）家族介護者交流事業 

◆内容 

在宅で高齢者を介護している人等を対象に、介護負担の軽減、要介護高齢者のよりよ

い在宅生活維持を目指し介護者同士の情報交換や交流を図る機会づくりに取り組みます。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施回数 9 12 12 12 12 12 

参加者延べ人数 33 51 100 150 200 250 

介護に関する情報交換と交流を図る機会を提供し、介護者の身体的・心理的負担の軽

減を図りました。日帰り旅行などの企画・運営に取り組むことにより、一時的に介護を離

れて心身のリフレッシュを図っています。 

◆今後の取組み 

今後、在宅での介護者は、ますます増加することが見込まれているため、介護者への継

続的な支援により、要介護高齢者の生活の質の維持向上と在宅生活の継続を図っていき

ます。 

 

 

２．生活支援の体制づくり 

（１）生活支援コーディネーター※（地域支え合い推進員）の配置 

◆内容 

地域の実情に応じた生活支援の実現とネットワークの構築、地域資源の発掘やボラン

ティアの育成を推進するため、広川町社会福祉協議会に「生活支援コーディネーター」を

３名配置しています。 

地域の中で、地域福祉座談会や地域カフェを実施し、地域資源の把握や課題の抽出を

行っています。地域の中で見えてきた課題から、地域サロンや地域通いの場が新たに設

立しました。 

また、生活支援コーディネーターが収集した社会資源について高齢者保健福祉ガイド

ブックを更新し、生活支援に関する社会資源の見える化を図っています。 

（※印のある用語は、P111 の用語集に用語の解説を掲載しています。） 
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（２）高齢者等生活支援体制整備協議会 

◆内容 

地域の住民団体等による自主的な介護予防活動を育成し、支援する環境整備や関係者

間による課題の検討を行いながら、高齢者等への生活支援について、地域支え合いの取

組みの推進と民間のサービス、公的なサービスを含めた生活支援の体制整備を図るため、

平成 28 年度に「高齢者等生活支援体制整備協議会」を設置しました。生活支援コーディ

ネーターが把握した地域資源や課題、各種団体が把握している資源や課題を整理し町全

体の課題の検討や高齢者等への生活支援についての協議を行います。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

協議会開催数（回） 1 0 5 6 8 10 

移動店舗販売実施個所数 

（箇所） 
28 28 30 31 32 33 

協議会では、地域の支え合いを必要とする地域課題の解決方策を協議してきました。令

和元年度には、高齢化の進行や高齢ドライバーの免許証自主返納、商業施設の撤退による

課題として、高齢者等の買い物支援の必要性について重点的に協議を重ね、地域主体によ

る民間資源を活用した移動店舗販売事業を開始しました。 

◆今後の取組み 

今後も「高齢者等生活支援体制整備協議会」では、身近な圏域（小学校区や行政区域

等）での生活課題の解決に向けた検討の場の設置や地域住民ボランティアも含めた多様

な主体による生活支援の体制づくりが必要となります。地域の新たな課題の把握と解決

のため協議を進め、多様化する生活支援ニーズに対応するための体制づくりや生活支援

ボランティアの育成について、関係機関と連携しながら具体的な取組みを推進していき

ます。 
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３．地域の見守りと支え合い 

（１）ひとり暮らし高齢者の見守り活動の推進 

◆内容 

高齢化の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者の増加が見込まれる中、地域において安全・

安心に暮らしていくためには、地域での見守りが重要となります。 

本町では、民生委員児童委員や在宅介護支援センターによる訪問活動や見守り活動を

実施するとともに、「高齢者等生活支援体制整備協議会」による地域での見守り体制の構

築を推進します。 

◆今後の取組み 

今後も、関係機関と連携を図りながら、生活支援サービスの提供に向け検討を行うと

ともに、活動を推進していきます。 

 

（２）見守りネットふくおか 

◆内容 

福岡県が推進する「見守りネットふくおか」について、本町では下記の事業所と協定を

結び、高齢者の見守り活動を推進します。協定事業所からは、一人暮らしの高齢者等に異

変があった場合には、福祉課に情報提供があり、適切な支援へ繋げます。 

 

【協定事業所】 

〇広川郵便局              〇エフコープ 

〇上広川郵便局             〇グリーンコープ 

〇広川町を担当する新聞販売店      〇セブンイレブン 

〇九州電力               〇損保ジャパン日本興亜株式会社 

〇日本生命保険相互会社         〇東京海上日動火災保険株式会社 

〇あいおいニッセイ同和損保保険株式会社 〇三井住友海上火災保険株式会社 

〇明治安田生命保険相互会社       〇福岡 LP ガス協会 

 

◆今後の取組み 

今後も、協定事業所を増やし連携していくことで、一人暮らし高齢者が地域で安心し

て生活できるように見守り活動を推進していきます。 
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４．高齢者の住まいと安心して暮らせる環境の整備 

（１）住みよか事業（住宅改修費補助） 

◆内容 

在宅の要支援・要介護認定を受けている高齢者や障がい者又はこれらと同居する低所

得世帯を対象に、高齢者等に配慮した住宅に改造するための費用の一部を助成すること

で、高齢者等の日常生活の利便性や家族の負担軽減を図ります。まずは介護保険の住宅

改修を優先し、当該住宅につき 1 回限り 30 万円を限度に助成し、在宅生活の継続及び暮

らしの質の向上を図ります。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施件数（件） 1 0 0 1 1 1 

高齢者等又はこれらと同居する低所得世帯に対し、高齢者等が利用する部分を高齢者

等に配慮した改造をするために助成していますが、利用者が少ない状況が続いています。 

◆今後の取組み 

より多くの高齢者等が住み慣れた住まいでの生活が継続できるよう、介護支援専門員

や地域包括支援センター等の関係機関と連携しながら、住民への周知を図っていきます。 
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（２）高齢者あんしんコール事業 

◆内容 

一人暮らしの高齢者や障がい者等の急病や事故、災害時などの緊急事態に対処するた

め、コールセンターに直通する緊急通報装置を貸与します。緊急時における連絡手段の

確保が困難な人に、ボタンを押すだけの緊急通報装置を貸与することで日常生活におけ

る不安の解消と、緊急時の迅速な対応及び安全の確保を図ります。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

設置数（各年度末数） 16 16 17 20 23 25 

急病や事故等の緊急時には、コールセンターより関係機関へ連絡し、迅速かつ適切な

支援を行うとともに、定期的な安否確認や日常生活上での相談対応も行いました。令和 5

年度からは、携帯型の緊急通報装置を追加しました。 

◆今後の取組み 

携帯電話の普及により利用者が増えない状況にありますが、今後は災害時の避難行動

要支援者支援事業と合わせ、対象者の把握と周知により事業の普及と推進を図っていき

ます。 

 

（３）高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

◆内容 

高齢者等ＳＯＳネットワークとは、市町村・警察・消防・自治会・ＮＰＯ団体等幅広い

関係機関や団体が連携し行方不明高齢者の捜索にあたる仕組みであり、早期発見のため、

ＳＯＳネットワークを利用して捜索することを希望する者の事前登録を行います。高齢

者が行方不明になった場合、地域の支援を得て早期発見できるよう関係機関との支援体

制を構築し、行方不明者の生命・身体の安全とその家族への支援を図ります。 

また、認知症等により行方不明になった場合、その多くが市町の枠を超えて移動する

可能性があることから、広域連携による情報共有や捜索活動が重要となります。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

登録者数 10 13 20 24 28 32 
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◆今後の取組み 

今後も関係者及び関係機関との連携を図りながら取組みを継続していきます。 

また、登録者の中には、体形や髪形などの登録内容が申請時のままとなっているケー

スもみられますので、最新の情報に更新できるよう、呼びかけや支援を行っていきます。 
 

（４）救急医療情報キットの配布 

◆内容 

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、障がい者等を対象に、急病等の救急時や災

害時の緊急時に備え、かかりつけ医や服用薬等の医療情報及び緊急連絡先などの情報を

入れる専用の容器を配布し、緊急時にその情報を適切な医療活動に役立てます。 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

配布数（各年度末数） 406 384 360 360 380 400 

◆今後の取組み 

配布数は年々減少していますが、その要因については未把握です。今後はニーズの把

握を行い、状況に応じて事業の周知徹底などの対策が必要となります。 

また、現在配布している人の中には、キットの中に保管している緊急連絡先や服薬内

容などの情報が更新されていないケースも多く見受けられるため、情報更新の呼びかけ

や支援を行っていきます。 
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（５）養護老人ホーム措置事業 

◆内容 

老人福祉法に基づき、環境上や経済的な理由で居宅での生活が困難な高齢者を養護老

人ホーム等への措置入所により養護するとともに、自立した生活を営み社会活動に参加

するための指導や訓練を行います。 

 

◆実績 

区分 
【実績値】 【実績見込】 【計画値】 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

措置入所者数（年度末） 4 2 3 3 3 3 

措置入所の必要性の判断に関しては、専門職を含めた広川町高齢者サービス調整チー

ム委員会で審議し、協議を重ねて措置の可否を決定します。措置後は定期的に入所者の

心身の状態を確認しています。 

◆今後の取組み 

入所者の高齢化により、自立へ向けた指導や訓練が難しくなってきており、権利擁護

などに対する課題があります。今後も措置入所に関しては、基準に基づいた公平な対応

を実施していきます。 
 

（６）生活管理指導短期宿泊事業 

介護保険未認定者で、基本的生活習慣が欠如したり、対人関係が成立しないなど、社会

適応が困難な高齢者を対象に、原則 7 日間を限度とし養護老人ホーム等の空きベッドを

利用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うことで体調調整を図ります。現在

実績はありません。 
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（７）災害時要援護者支援事業 

◆内容 

自主防災組織である行政区および民生委員・児童委員が、対象者の所在や状態につい

て情報を共有し、日ごろからの交流を行います。災害発生等で避難が必要となった場合

に、自主防災組織や消防団など関係機関が避難所への誘導や支援を行います。 

次のいずれかに該当する人のうち、地域に情報を共有することに同意した人を対象（災

害時要援護者支援登録者）としています。 

 

① 介護保険認定の要介護３以上の人   

② 身体障害者手帳１級または２級に該当する人   

③ 療育手帳 A を所有する人   

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人   

⑤ 特定疾患治療研究事業の医療費助成認定を受けている難病患者   

⑥ 上記に準じる状態にある人 

 

また、災害時要援護者支援登録者のうち要介護認定 3 以上の広川町に居住する人は、

町が委託する特別自主避難所の介護専門職員等が福祉車両で移送しています。 

 

◆今後の取組み 

近年頻発する豪雨災害において高齢者への被害が集中しています。今後、広川町水防

計画や、運営基準や設置基準、人員の確保や必要な設備・対応などをまとめた「福祉避難

所設置・運営マニュアル」に基づき、社会福祉法人等との福祉避難所の訓練実施に向け、

関係部署と連携しながら福祉避難所への避難支援に取り組んでいきます。 

 

 

① 申請書、同意書の提出 
 

広川町役場 
ᶫ 

避難に支援を必要とする人 

②情報提供 
 

͜  

自主防災組織（行政区） 

民生委員・児童委員 

消防署・警察署 

③災害時の安否確認 
 日頃の見守り 
 防災訓練 など 
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５．高齢者の権利擁護と虐待防止の推進 

（１）成年後見制度の活用促進 

◆内容 

認知症の高齢者や障がい者等で判断能力が十分でない人は、適切な福祉サービスを選

択して利用に関する契約や自身の財産管理、生活上必要な手続きをすることが難しい場

合があります。 

成年後見制度は、このような人に対して、代理権などを付与された成年後見人等が本

人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら本人に代わって財産を

管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援する制度です。 

◆今後の取組み 

今後は中核機関の設置を検討するとともに、利用促進に向けた周知・啓発を図り、必要

に応じて制度の利用を支援していきます。 
 

（２）高齢者虐待の防止 

◆内容 

介護保険制度の普及活用が進む一方で、全国的な社会経済の悪化や地縁血縁の希薄化、

介護者のストレスなど様々な要因から、高齢者に対する、身体的・心理的虐待、介護・世

話の放棄・放任、経済的虐待等が発生しています。このような行為は、高齢者の人間とし

ての尊厳を著しく傷つけ、高齢者の基本的人権を侵害するものであることから、早期に

発見し、速やかに対応する必要があります。高齢者を虐待から守ることを目的として、

「高齢者虐待の防止、高齢者の援護者に対する支援等に関する法律」が施行されていま

す。その中で、国・県・市町村・国民・医療機関・介護施設等の各主体における責務や役

割が重要となります。 

◆今後の取組み 

住民が高齢者虐待に対する正しい理解を高め、地域全体で虐待予防に取り組めるよう

啓発を進めるとともに、虐待の早期発見と適切かつ迅速な対応を図るための支援体制の

充実に努めていきます。また、中核センターの設置を検討していきます。 
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（３）高齢者心配ごと相談事業 

◆内容 

心配ごと相談員により、高齢者が日頃生活するうえで困っていることや気にかかって

いること等の相談を受け、相談者と一緒に問題解決の方策を探り、適切な助言及び指導

を行いながら早期解決に努めることで、相談者の心的負担の軽減と福祉の向上を図って

おり、広川町保健・福祉センター「はなやぎの里」において相談会を実施します。 

 

◆今後の取組み 

今後も、関係機関との連携を図り、相談者と一緒に問題解決に向けた助言や指導を行

っていきます。 
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１．2040 年を見据えた地域包括支援センターの機能強化と事業推進 

（１）広川町地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた推進体制 

本町において、人口減少・少子高齢化などにより、支援ニーズが多様化し、複数の要因

が混在する複雑化した困りごと事例の増加が見られます。このような中、公的なサービス

を基本としながら、住民が「支え手側」と「受け手側」にわかれるのではなく、地域住民

や地域の多様な人・団体・機関が「我が事」として誰もが役割を持ち活躍できる「地域共

生社会」の実現が求められています。令和 22（2040）年においても必要な社会保障が充足

された社会を迎えることができるよう、サービス供給体制の整備、地域コミュニティの発

展、問題解決に向けた様々な主体による連携体制の確保を推進します。 

本町において、3 つの協議会（「個別地域ケア会議」「高齢者等生活支援体制整備協議会」

「在宅医療・介護連携推進協議会」）で把握した地域課題について、地域包括ケアシステム

推進会議で施策検討を行う仕組みで、地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります。 

 

 

 

 

地域包括ケアシステム
推進会議

地域包括支援センター
運営協議会

高齢者サービス調整
推進委員会

連携 連携

・地域包括支援センター運営に関
すること
・委託事業所の承認に関すること

・高齢者保健福祉計画継続策定・
進捗状況確認
・養護老人ホーム入所判定
・施設整備計画による事業所選定

個別地域ケア会議
高齢者等生活支援
体制整備協議会

在宅医療・介護連携
推進協議会

・個別ケース（困難事例等）の支
援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケア
マネジメント支援
③地域課題の把握 など

・生活支援等多様なサービスの検討
・生活支援コーディネーターの設置
・サービス提供主体とのマッチング
検討
・高齢者の見守り支援

・医療・介護資源の調査
・ニーズと課題の抽出、分析
・医療と介護の情報共有、連携推進
・在宅医療・介護の提供体制の構築
・認知症施策の推進

・地域包括ケアシステム構築へ向
けた施策の検討
・各協議会の総合調整
・地域課題の検討、ネットワーク
構築
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（２）地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムにおける中核的な機関として位置づけ

られています。高齢者の総合相談支援や権利擁護など地域包括支援センターの役割を強化

するとともに、関係機関と連携を図り、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組みま

す。 

地域包括支援センターの専門職員（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等）の確

保及び体制の整備とともに、地域包括支援センター運営業務以外の包括的支援事業（社会

保障充実分）である「地域ケア会議の推進・充実」や「在宅医療・介護連携の推進」、「認知

症施策の推進」、「生活支援サービスの体制整備」の事業に今後も適切に関与できるよう連

携強化を図ります。今後は、成年後見中核機関の立ち上げにも取り組んでいきます。 
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２．在宅医療・介護連携の推進 

（１）在宅医療・介護連携推進事業 

◆内容 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後

まで続けられるよう、在宅医療と介護サービスを一体的・継続的に提供するため、医療

機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進します。 

本町では、地域の実情に応じた事業の推進のため、「広川町在宅医療・介護連携情報交

換会」を設置し、平成 30 年 4 月からは、在宅医療・介護連携に関する関係市区町村と

の連携を図り、八女筑後医師会への一部委託により事業を進めています。 

◆今後の取組み 

在宅療養者の生活の場で医療と介護を一体的に提供するために、在宅医療の場面を生

かすとともに、入院時から退院後の生活を見据えた取組ができるよう、高齢者のライフ

サイクルを意識した上で、医療と介護が主に共通する４つの場面（日常の療養支援、入退

院支援、急変時の対応、看取り）それぞれに即した PDCA サイクルを構築し、切れ目な

く在宅医療と介護が一体的に提供される体制の構築を目指した取組みを行っていきます。 

 

【在宅医療と介護連携のイメージ（在宅医療の 4 場面別に見た連携の推進）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：2020 年（令和 2年）９月 厚生労働省老健局老人福祉課「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」ver.3 を編集 

  

介護 医療 

行政 

 

日常の療養支援 
・多職種協働による患者や家族の生活を支

える観点からの在宅医療・介護の提供 

・緩和ケアの提供 

・家族への支援 

・認知症ケアパスを活用した支援 

入退院支援 
・入院医療機関と在宅医療・介護に係る機

関との協働・情報共有による入退院支援 

・一体的でスムーズな医療・介護サービス

の提供 

 

急変時の対応 
・在宅療養者の病状の急変時における往診

や訪問看護の体制及び入院病床の確認 

・患者の急変時における救急との情報共有 

 

看取り 
・住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望

む場所での看取りの実施 

・人生の最終段階における意思決定支援 
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３．地域ケア会議の推進 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、保健・福祉・医療等の各

機関からの情報・指導・助言等を総合的に調整し、高齢者への適切な支援体制づくりを図

るための地域ケア会議を推進します。 

本町では、市内の多職種の協働による個別ケース（困難事例等）の支援を通じた地域支

援ネットワークの構築や高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援、地域課題の

把握を行う個別地域ケア会議を推進します。 

地域ケア会議は、介護予防・日常生活支援総合事業、生活支援体制整備事業、認知症総

合支援事業、在宅医療・介護連携推進事業の施策の連動性を高める要と位置付けて、今後

も引き続き取組みを推進していきます。 
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（１）広川町高齢者サービス調整チーム設置要綱 

（目 的） 
第１条 広川町における高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う
最も適切なサービスを提供するために、広川町高齢者サービス調整チーム（以下「調整チ
ーム」という。）を設置し、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整及び
推進することを目的とする。 
（所掌事務） 
第２条 調整チームは、次の各号に掲げる事項について調査、審議及び調整を行う。 

（１） 保健師、その他関係者等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握を行う
こと。 
（２） 高齢者の健康状況、経済状況及び家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の策定を行
うこと。 
（３） 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。 
（４） 老人ホームへの入所措置要否の判定及び入所継続審議を行うこと。 
（５） 高齢者保健福祉計画の見直し及び推進を図ること。 
（６） 前各号に揚げるもののほか、地域の実情にあわせて前条の目的を果たすために必要
な事業を行うこと。 
（構 成） 
第３条 調整チームは、次の各号に掲げる職務のそれぞれの代表者を委員として構成する。 

ただし、前条の事業の実施は、個々のケースにより必要な者のみを構成員とすることが
できるものとする。 
（１） 県南筑後保健福祉環境事務所代表 
（２） 町内医療機関代表 
（３） 民生児童委員代表 
（４） 老人福祉施設代表 
（５） 老人保健施設代表 
（６） 町社会福祉協議会代表 
（７） 在宅介護支援センター代表 
（８） 町保健・福祉・医療担当者 
（９） 地域包括支援センター職員 

（１０） その他高齢者サ－ビス総合調整推進のために必要と認められる者 
（任 期） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。 
２ 行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とする。 
３ 委員は再任できるものとする。 
（会長及び副会長） 
第５条 調整チームに、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
２ 会長は、調整チームを代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 
（会 議） 

第６条調整チームの会議は、必要に応じて会長が招集する。 
２ 会長は、会議の議長となる。  
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（庶 務） 
第７条調整チームの庶務は、福祉課高齢者支援係において処理する。 
（補 則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に必要な事項は、会長が別に定
める。 
附  則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成14年10月１日から施行する。 

附  則 
この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成19年11月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成27年７月６日から施行する。 



 

109 

（２）高齢者サービス調整チーム委員名簿（R5.7.1～R6.3.31） 

  

役職名 機関・団体名 氏　　名

会長 民生児童委員協議会 田中　仙一

副会長 特別養護老人ホーム彌栄苑 香田　由紀子

久英会クリニック 佐藤　一也

南筑後保健福祉環境事務所 和泉　孝一

久英会シニアビレッジ 岡　健次

特別養護老人ホームゆめ広川 梅崎　伸也

介護老人保健施設舞風台 永田　誠一

社会福祉協議会代表 岡　信弘

在宅介護支援センター 髙鍋　拡美

地域包括支援センター 末次　亜沙子

事務局 福祉課長 才所　潤一

事務局 福祉課　高齢者支援係長 野方　由紀子

事務局 福祉課　高齢者支援係 森山　憲人
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（３）高齢者サービス調整チーム委員会開催経緯 

会議名 開催日 

第１回 広川町高齢者サービス調整チーム会議 令和 5 年  7 月 12 日 

第 2 回 広川町高齢者サービス調整チーム会議 令和 5 年 11 月 24 日 

第 3 回 広川町高齢者サービス調整チーム会議 令和 6 年  1 月 25 日 

第 4 回 広川町高齢者サービス調整チーム会議 令和 6 年  3 月 14 日 
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用語 解説 

ACP（アドバン
ス・ケア・プラン
ニング） 

もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて前もって考

え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組のこ

と。 

e スポーツ 

ｅスポーツとは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、

電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コ

ンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として

捉える際の名称。 

IADL 
手段的日常生活動作を指す。具体的には，買い物，調整，洗濯，電話，

薬の管理，財産管理，乗り物等の日常生活上の複雑な動作をいう。 

国保データベー
ス（ＫＤＢ） 

国保保険者や後期高齢者医療広域連合における保健事業の計画の作

成や実施を支援するため、国保連合会が「健診・保健指導」、「医療」、「介

護」の各種データを利活用して、①「統計情報」・②「個人の健康に関す

るデータ」を作成するシステム。 

PDCAサイクル 

 「Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）」とい

う一連の流れを繰り返し行うことで、業務などの改善や効率化を図る考

え方の一つ。 

アウトリーチ 

 支援が届いていない人に支援を届けるための継続的支援事業を指す。

支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機

関などが積極的に働きかけて情報・支援を届ける。 

介護サービス 
介護サービスとは、広義では介護保険サービス全般を指し、狭義では

要介護１～５の認定者向けのサービスを指す。 

介護予防・日常生
活支援総合事業 

地域の実情に応じ、多様なマンパワーや社会資源の活用などを図りな

がら、要支援者や介護予防事業対象者に対して、介護予防や配食・見守

りなどの切れ目のない総合サービスを提供することができる事業。 

権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な認知症高齢者や

障がい者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行

うことをいう。 

生活支援 
コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくこと

を目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の

構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の

機能）を果たす者のこと。 
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用語 解説 

生活習慣病 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が発症原因に深

く関与していると考えられている疾患の総称。主なものとして、がん、

脳血管疾患、心臓病があり、日本人の３大死因となっている。また、こ

れらの疾患になるリスクを上げる肥満も生活習慣病のひとつともされ、

肥満に関連して起きる症候群をメタボリックシンドロームと呼ぶ。 

地域包括 
ケアシステム 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、

生活支援が一体的に提供されるシステム。 

チームオレンジ 

認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面の支援として、町

がコーディネーターを配置し、地域において把握した認知症の方の悩み

や家族の身近な生活支援ニーズ等と認知症サポーター（基本となる 

認知症サポーター養成講座に加え、ステップアップ講座を受講した

者）を中心とした支援者をつなぐ仕組み。 

認知症 
サポーター 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家

族に対してできる範囲で手助けする方。 

フレイル 

高齢とともに、心身の活力（筋力や認知機能等）が低下し、生活機能

障害、要介護状態、そして死亡などの危険性が高くなった状態を言いま

す。英語の frailty を日本語訳として「虚弱」のかわりに日本老年医学会

が提唱した言葉。 
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